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平成31年3月7日

高等裁判所事務局総務課長

地方裁判所事務局総務課長

家庭裁判所事務局総務課長

殿
殿
殿

最高裁判所事務総局秘書課参事官高田公輝
､

文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂につい

て（事務連絡）

平成29年3月27日付けで文書事務における知識付与を行うためのツールを送

付しましたが，その後の関連通達の改正等を踏まえて，別添のとおり改訂しました。

各庁における研修や日常の職員指導等で，適宜，活用してください。

なお，今回配布するツールの内容は，別紙のとおりです。

〆
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厩菫臺~1
司法行政部門の意思決定

【権限】

＞ 司法行政事務を行う主体は， 当該事務を行う権限を持つ者であるから，あ

る事務を行おうとするときは，その事務を行う権限を有する者が意思決定を

する。つまり，意思決定の権限を有する者は，その事務を行う権限を有する

者である。

＞ 司法行政事務を行う権限を有する者は，法令，通達等によって定まる。

＞ 例えば， ある事務が，通達等で各裁判所が行うものとして定められている

場合には，各裁判所の裁判官会議がその事務を行う権限を有する者となる（

裁判所法第20条第1項，第29条第2項，第31条の5）が，各裁判所で

定める司法行政事務処理規程等によって，長官又は所長に当該事務を行う権

限が委任されている場合（下級裁判所事務処理規則第20条第1項参照）に

は，長官又は所長がその事務を行う権限を有する主体となる。ただし，庁に

よっては， 当該裁判所の長から事務局長等の下位の者に更に委任されている

場合がある。

【決裁】

＞ 司法行政事務の意思決定は「決裁」によって行われる。

＞ 「決裁」 とは，意思決定の権限を有する者が，押印，署名又はこれらに類

する行為を行うことにより，その内容を裁判所の意思として決定し，又は確

認する行為をいう。

＞ 最終決裁者は，意思決定の権限を有する者（その事務を行う権限を有する

者）である。

＞ 決裁文書を起案するときは，決裁事項の内容に応じて，法令，通達その他

の資料を調査して， 当該意思決定の権限を有する者を確認する必要がある。

【専決】

戸



＞ 通常は，最終決裁者は，法令，通達等で定められているその事務を行う権

限を有する者（本来の意思決定の権限を有する者）であるが，本来の意思決

定の権限を有する者があらかじめ補助者に本来の意思決定の権限を有する者

の名において決裁し得る権限を付与している場合がある。このような場合に，

補助者が決裁することを専決といい，最終決裁者は補助者となる。

＞ 専決により文書を発出するときは，文書の発出名義は，本来の意思決定の

権限を有する者の名となることに留意する。

＞ 例えば，所長から事務局長に対して専決権限が与えられている場合には，

発出名義が所長である文書の決裁を事務局長が行うことになる。

【補助者の名において事務を行う権限の委任】

＞ 本来の意思決定の権限を有する者があらかじめ補助者に補助者の名におい

て事務を行う権限を委任している場合がある。 この場合には，最終決裁者は，

委任された補助者となり，文書の発出名義も補助者となる。

＞ 例えば，所長から事務局長に対して補助者の名において事務を行う権限が

委任されている場合には，発出名義が事務局長である文書の決裁を事務局長

が行うことになる。

【代決】

＞ 最高裁実施通達記第3の5の(1)では，本来の意思決定の権限を有する者が

出張等により不在であるときに，特に緊急に処理しなければならない決裁文

書について，本来の意思決定の権限を有する者の直近下位の者が内部的に代

理の意思表示をして決裁することの意味で用いられている。

＞ 代決により文書を発出するときは，文書の発出名義は，本来の意思決定の

権限を有する者の名となることに留意する。

＞ 例えば，事務局長が所長不在時の代決者と指定されている場合には，発出

名義が所長である文書の決裁を事務局長が行うことになる。

＃



I

言
ｒ
，
‐
‐
‐
‐
！
‐
‐
Ｌ
｜
』

司法行政部門の意思決定

〆

通常の決裁
－－－－－－一ー－

／

１
１

I
－ －ー

本来の意思決定の

権限を有する者
（最終決裁者）

名義

停今晶今-や｜
I

Ⅱ
Ⅱ
０
■
０
日
・
■
０
＆
Ｉ
■
■
▲

決裁

一
一
一

一
者
一
る
一
す
一
有
一
を
一
限
長

一
権
所

一
の
一
一
長

一
定
義
所

一
決
名
一
一

一
思
出
者

一
意
発
裁

一
の
の
決

一
来
書
終

一
本
文
最
一

一
、
ノ

、
例く

～

一一一一一一一

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

I
■■■■

本来の意思決定の

権限を有する者
名義｛

』
－－今 一云→

●

決裁の委任

補助者

(最終決裁者) l’
日

’決裁

ノ

本来の意思決定の権限を有する者＝所長
文書の発出名義＝所長
最終決裁者＝事務局長

(例）

』

コ －~ー ~~~~‐ 一一一一一一一－－－

補助者の名において事務を行う権限の委任’ ’

一一

』

事務を行う権限の委件
／ 一一一二－ 二一二 一一一､

畷鰯署①
鼬J事務を行う権限の委＆ I LZZ 1 1

F三雲鶏宣弓鶏｜、
～.一.一‘一一一一,一.一.一. .－.－－．－．－． ．－－．．－.ー ／

(例）本来の意思決定の権限を有する者＝所長
文書の発出名義＝事務局長
最終決裁者＝事務局長

一

本来の意思決定の
権限を有する者

、、型

名義
補助者
(最終決裁者）

決裁

〆

、

１

１

１

０

１

且

■

■

■

■

■

■

■

■

日

日

１

日

Ⅱ

８

０

１

６

■

■

■

Ⅱ

■

■

０

Ⅱ

８

１

日

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

０

０

０

、
～.



（ 代決 一一

／ 代決
一一一一一

ーー一一一宅

、

、
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ノ

本来の意思決定の

権限を有する者
（最終決裁者）

１
１
１

E【

●

最終決裁者不在時の緊急処理に

備えてあらかじめ代決者を指定

！
I

決裁補助者
0
i一一一一ー

／
一一一一一一一一一一－-- ---q 二 岳 ■一

(例）
代決の場合

I
①本来の意思決定の権限
を有する者＝所長
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｢燕毒詞
文書管理事務の根拠となる通達等

【公文書管理法の趣旨・目的】

＞ 適切な公文書等の管理体制を確立するため，平成23年4月1日に「公文

書等の管理に関する法律」 （公文書管理法）が施行された。

＞ 公文書管理法第1条では，公文書等が，健全な民主主義の根幹を支える国

民共有の知的資源であるとした上で，行政文書等の適正な管理等を図り， も

って行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに，国及び独立行

政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うさ

れるようにすることを目的として規定している。

＞ 公文書管理法における行政文書の管理についての規定は，裁判所には直接

適用されないが， 同法附則第13条2項において，裁判所の文書の管理の在

り方については，同法の趣旨，裁判所の地位及び権能等を踏まえ検討を行う

ことと規定されている。

【裁判所における文書管理事務の根拠となる通達等】

<管理通達及び実施通達〉

＞ 裁判所における司法行政文書の管理については，公文書管理法の趣旨を踏

まえて，管理通達，最高裁実施通達及び下級裁実施通達（以下「管理通達等」

という。 ）が定められている。

<実施細目〉

妄 下級裁判所において，管理通達及び下級裁実施通達の実施に当たっては，

各庁の実情を踏まえた個別具体的な細目を定める必要があるため，下級裁実

施通達記第1の2に基づき各庁で実施細目が定められている。

※実施細目に関連する下級裁実施通達上の定め

・ 総括文書管理者及び文書管理者がそれぞれ行うこととされている事務につい



て実施細目に定める場合の協議（記第1の2の(1)）

・ 送付を受けた司法行政文書について，主管課等又は主管係が不明である場合

に， 当該司法行政文書の受付事務を行う部署（記第2の1の(4)）

・ 総務課等において他の主管課等宛ての封書（ 「秘」 ， 「親展」等の表示のあ

るものを除く。 ）の開封及び司法行政文書の受理手続を行う場合（記第2の8）

・ 決裁の区分及び種別（記第3の1の(2)）

・ 司法行政文書の閲覧及び借出しの手続（記第6の2）

・ 本庁と管内の支部等との間の司法行政文書の取扱い（記第13の2）

<その他の通達等〉

文書管理に関する通達としては，管理通達等のほか，人事管理文書等の保

存期間等について定めた「人事管理文書等の保存期間等について」 と秘密文

書（公表しないこととされている情報が記録された司法行政文書のうち秘密

保全を要する司法行政文書）について定めた「秘密文書管理要領について」

＞

がある。

平成30年6月29日付け秘書課長事務連絡には，管理通達等の運用に当

たっての留意事項が記載されている。

＞
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文書管理事務の根拠となる通達等

[二根拠となる通達等
『 ヨ､土,二鵡寺室/『､＝雨
司法行政文書の管理
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●管理通一達…平成24年12月6日付け最高裁秘書第003545号事務総長通達｢司法行政文書の
管理について」

●最高裁実施通達…平成24年12月6日付け最高裁秘書第003546号秘書課長通達｢最高裁判所にお
ける司法行政文書の管理の実施等について」

●下級裁実施菌達…平成24年12月6日付け最高裁秘書第003547号秘書課長通達｢下級裁判所にお
ける司法行政文書の管理の実施等について」

●実一施細_－且…最高裁実施通達記第1の2の(1)又は下級裁実施通達記第1の2の(1)若しくは(2)に
より定める実施細目

●平成29年3月6日付け最高裁秘書第702号事務総長通達｢人事管理文書等の保存期間等について」
●秘蜜X害管理要領…平成30年11月30日付け最高裁秘書第4957号秘書課長通達｢秘密文書管理要

領について」

●平成30年6月29日付け秘書課長皇務連掻…平成30年6月29日付け秘書課長事務連絡｢管理通達
等の運用における留意事項について」、_

司 己

-け秘書課長事務連絡｢管理

連~ノ項について」
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<参考〉行政機関等における文書管理事務の根拠となる法令等

●公文書管理法…公文書等の管理に閏する法律(平成21年法律第66号）
●公文書等の管理に閨する法律施行令(平成22年政令第250号）
●行政文書の管理に閨するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定）
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I 実施細目(局課等ごとの定め） 実施細目(高裁,地家裁ごとの定め）
局課等の長が,管理通達及び最高裁実施通達の実施に
必要な細目的事項を各局課等の実情に応じて定めるもの

高裁長官及び地家裁所長が,管理通達及び下級裁実施通達の
実施に必要な細目的事項を各庁の実情に応じて定めるもの
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司法行政文書とは

【司法行政文書の定義】

＞ 司法行政文書とは，裁判所の職員が職務上作成し，又は取得した司法行政

事務に関する文書，図画及び電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。 ）で

あって，裁判所の職員が組織的に用いるものとして，裁判所が保有している

ものをいう。 （管理通達記第1の2の(1)）

※公文書管理法第2条4項及び情報公開法第2条2項と同様の定義となっている。

「組織的に用いる」 といえるかは，文書の作成又は取得の状況， 当該文書

の利用の状況，保存又は廃棄の状況などを総合的に考慮して，実質的に判断

することになる。具体的には，文書の作成又は取得の状況としては，職員個

人の便宜のためのみに作成又は取得しているかどうかや，直接的又Iま間接的

に管理監督者の指示等の関与があったかどうかを，文書の利用の状況として

は，業務上必要として他の職員又は部外に配布されたものであるかどうかや，

他の職員がその職務上利用しているものであるかどうかを，保存又は廃棄の

状況としては，専ら当該職員の判断で処理できる性質の文書であるかどうか

や，組織として管理している職員共用の保存場所で保存されているものであ

るかどうかをそれぞれ考慮することになる。 （ぎようせい「改訂逐条解説公

文書管理法・施行令」 19ページ参照）

組織とは，裁判所としてというだけではなく，課，担当係等，職務を遂行

する各種の単位が想定される。

「保有している」 とは，文書を所持している状態，すなわち事実上支配し

ている状態をいう。 （前掲20ページ参照）

※〈参考〉平成28年度（最情）答申第15号

＞

妄

＞
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①裁判所の職員が

司迭r王政事務に関する文書 (図画及び電磁的記録*を含む｡）であって，

②裁判所の職員が繍哉的に用いるものとして，

③裁判所が保宜Lてuるものをいう。
＊管理通達記第1の2の(1)

＊電子的方式磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

｢組織的に用いる｣とは？＞

今次の点などを総合的に考慮して実質的に判断
－

､－

の作成又は

取得の状況
y職員個人の便宜のためのみに作成又は取得しているかどうか
0/直接的又は間接的に管理監督者の指示等の関与があったかどうか

ノ
－

ゾ業務上必要として他の職員又は部外に配布されたものであるかどうか
0/他の職員がその職務上利用しているものであるかどうか

文書の利用

〆専ら当該職員の判断で処理できる性質の文書であるかどうか
0/組織として管理している職員共用の保存場所で保存されているものであるかどうか

又は廃棄
〃

＞ 「 している｣とは？

今文書を所持している(事実上支配している)状態をいう。



峯董萱鑿墜型

【管理体制の意義】

＞ 適正な文書管理を確保するため，管理通達において， 司法行政文書の管理

体制について定めている。

＞ 総括文書管理者，副総括文書管理者，文書管理者，文書管理担当者及び監

査責任者には，それぞれの立場に応じた事務が与えられており，それぞれの

事務を適切に行い相互に連携することにより文書管理体制を機能させること

が適正な文書管理の確保に資する。

＞ 全ての職員は，管理通達，実施通達及び関連する法令等並びに総括文書管

理者及び文書管理者の指示に従い，司法行政文書を適正に管理しなければな

らない。 （管理通達記第2の6）

【総括文書管理者】 （管理通達記第2の1）

＞裁判所ごとに当該裁判所全体の文書管理事務を総括する者として置かれて

おり，高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所においては，事務局長が総括

文書管理者とされている。

【副総括文書管理者】 （管理通達記第2の2）

＞ 総括文書管理者を補佐する者として，副総括文書管理者が置かれている。

副総括文書管理者は，高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所においては事

務局総務課長とされている。

【文書管理者】 （管理通達記第2の3）

＞ 文書管理者は，文書管理に関する責任の所在を明確にし，適正な文書管理

を確保するため，文書管理の実施の責任者として下級裁判所の課及び下級裁

判所の裁判部ごとに置かれている。

＞ 文書管理者は，下級裁判所の課においては下級裁判所の課の長とされてい

る。下級裁判所の裁判部においては，首席書記官及び首席家庭裁判所調査官



が文書管理者とされている。

＞ 文書管理者は，標準文書保存期間基準（保存期間表）の作成及び変更のよ

うに，職員が文書管理を行う上で基準となるものの作成や， ファイル管理簿

（総括文書管理者が調製した庁全体のファイル管理簿は，総務課に備え置き，

一般の閲覧に供されるとともに， インターネットで公表）への記載及び削除

のように，文書管理の適正を確保するために重要な役割を担っている。

【文書管理担当者】 （管理通達記第2の4）

＞ 文書管理者を実務的に補佐する者として，下級裁判所の課及び下級裁判所

の裁判部ごとに文書管理担当者が置かれている。

＞ 文書管理担当者は，下級裁判所の課においては，企画官，課長補佐，専門

官，係長等，裁判部においては，訟廷管理官，訟廷副管理官，主任書記官，

係長，総括主任家庭裁判所調査官，主任家庭裁判所調査官等から文書管理者

が指名する。

【監査責任者】 （管理通達記第2の5）

房 監査責任者は，文書管理に関するコンブライアンスを確保するため，各文

書管理者における管理通達及び関連する法令等の遵守状況を把握し改善を図

るため，監査を企画・実施する者として置かれている。

＞ 監査責任者は，高等裁判所，東京地方裁判所及び大阪地方裁判所において

は文書企画官，地方裁判所（東京地方裁判所及び大阪地方裁判所を除く。 ）

及び家庭裁判所においては事務局総務課長とされている。
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匝
司法行政文書の作成

【職員の文書作成義務】

＞ 職員は，文書管理者の指示に従い，裁判所における経緯も含めた意思決定

に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け，又は検証することが

できるよう，司法行政文書を作成しなければならない。ただし，処理に係る

事案が軽微なものである場合は除く。 （管理通達記第3の1）

ここで「事案が軽微なものである場合」 としては，事後に確認が必要とさ

れるものではなく，文書を作成しなくとも職務上支障が生じず，かつ，事案

が歴史的価値を有さないような場合などが考えられ，所掌事務に関する単な

る照会や問合せに対する応答，裁判所内部における日常的業務の連絡や打合

せなどが想定される。

※職員は，管理通達別表「事項」の欄に掲げる事項に係る業務を行うときは，同

表の業務の区分，業務に係る司法行政文書の類型及び具体例を参酌して文書を作

成する（管理通達記第3の2） 。あわせて，所掌している事務の性質に合わせて

各文書管理者が作成している標準文書保存期間基準（保存期間表）を参酌して文

書を作成する。

※職員は，文書作成義務（管理通達記第3の1）に基づき，裁判所内部の打合せ

又は裁判所外部との折衝等を含む，管理通達別表「事項」の欄に掲げる事項に関

する業務に係る政策立案，事務の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録に

ついては，文書を作成する。 （管理通達記第3の3）

【作成する文書の正確性確保について】

＞ 文書の作成に当たっては，文書の内容の正確性を確保することも重要であ

る。正確性確保のため，文書の内容について原則として複数の職員による確

認を経た上で，文書管理者が確認し，文書の作成について指示があったもの

については，その指示を行った者の確認も経るようにする。 （管理通達記第

3の4）



I

※裁判所外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては，裁判所の出席者によ

る確認を経るとともに，可能な限り，相手方による確認等により正確性の確保を

期する。相手方の発言部分等について記録を確定し難い場合は，その旨を判別で

きるように記載する（管理通達記第3の5） 。 （具体的な記載方法については，

H30. 6. 29付け秘書課長事務連絡記1参照）

～参考～

●司法行政文書の取得

〔受付〕

・ 司法行政文書の受付事務は，総務課等（総務課，庶務第一課，庶務課又は事務部第

一課）が行うが，文書管理システム， ファクシミリ，電子メール，使送等により送付

された司法行政文書を事務局の課等又は名宛人が直接受領するときは， 当該事務局の

課等又は名宛人において取り扱う。 （下級裁実施通達記第2の1の(1)）

・ 総務課等は，受付手続を終えた司法行政文書を主管課等に速やかに配布する。 （下

級裁実施通達記第2の3の(1)）

〔受理〕

・ 主管課等は，司法行政文書を直接受領し，又は配布を受けたときは，いつ文書を受

領したのかが分かるよう文書の受理を行う。

・ 電子文書以外の文書には，第1ページの余白に受理印を押し，受理した日と主管課

等名を明らかにする（下級裁実施通達記第2の5の(3)） 。検索の利便性の観点から，

受理印の受理番号の箇所に進行番号を記載する取扱いが望ましい。

※短期保有文書は，進行番号を取らないので，受理印の受理番号の箇所は記載しない。

・ 主管課等は， 司法行政文書を直接受領し,又は配布を受けたときは，文書管理シス

テムの受付の機能を利用して，件名，受理した日，文書番号等の文書管理情報を登録

することにより行う。文書管理システムを利用しない支部等については，文書受理簿

に所要の事項を記載する方法により行う。 （下級裁実施通達記第2の5の(1))

※短期保有文書は，文書管理システムへの登録又は文書受理簿への記載を要しない。

〆
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に亟罰
司法行政文書の整理

【保存期間について】

＞ 意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績の合理的な跡付け又は検証に

必要となる司法行政文書は，原則として1年以上保存する必要がある。 （管

理通達記第4の3の(2)のエ，同(5)）

※意思決定過程等について合理的な跡付けや検証に必要となる司法行政文書に該当

しない文書など，内容が軽微かつ簡易な文書（例えば，管理通達記第4の3の(4)の

アからキまでの類型のもの）については，保存期間を1年未満とすることができる。

（管理通達記第4の3の(4)）

※通常1年未満の保存期間を設定する類型の文書であっても，重要又は異例な事項

に関する情報を含む場合など，合理的な跡付けや検証に必要な文書は1年以上の保

存期間を設定する必要がある。 （管理通達記第4の3の(5)）

【標準文書保存期間基準（保存期間表） 】

＞ 保存期間表は，事務局の課等ごとに各文書管理者が所掌する事務の性質に

合わせて作成するもので，作成し，又は取得した文書の保存期間の設定基準

であるとともに，文書の作成基準にもなる。 （管理通達記第4の3の(1)）

そのため，保存期間表にない類型の文書を新たに作成し，又は取得するこ

とになる場合には，保存期間表の変更が必要になる。 （下級裁実施通達記第

7の2の(3)）

※文書管理者が保存期間表を定め，又は変更したときは，その旨を総括文書管理者

へ報告しなければならない。 （下級裁実施通達記第7の2の(4)）

＞ 保存期間表は，管理通達別表に従い，又は下級裁実施通達別表第1から第

3に準じて定めることとされている。 （管理通達記第4の3の(2)）

※保存期間表に定める保存期間は，意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績の

合理的な跡付け又は検証に必要となる文書については，原則として1年以上とする

必要がある。 （管理通達記第4の3の(2)）



＞ 保存期間表は公表しなければならない。 （管理通達記第4の3の(1)）

【司法行政文書の整理】

＞ 職員は，司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）を作成し，又は取得した

ときは，文書管理者が定めた保存期間表に従って， 当該文書を分類し，名称

を付し，保存期間及び保存期間の満了する日を設定し，相互に密接な関連を

有する文書を一の集合物にまとめたもの（ファイル） として整理しなければ

ならない。 （管理通達記第4の1，第4の3の(3)）

※保存期間の起算日は，文書を作成し，又は取得した年度の翌年度の4月1日が原

則である。保存期間の満了する日は，保存期間の起算日から起算して設定する。

（管理通達記第4の3の(6)，同(7)）

※ 「相互に密接な関連を有する司法行政文書」 とは，例えば，要請と応答に係るも

の（申請書と処分通知書，諮問と答申等） ，特定の事件に関する訴訟における一連

の文書等が考えられる。

ファイルは，保存期間表に従って分類し，名称を付し，保存期間及び保存

期間の満了する日を設定する。 （管理通達記第4の1の(3)）

※ファイルに付す名称は，分かりやすいものとし， また，行政機関の保有する情報

の公開に関する法律（平成11年法律第42号）第5条に規定する不開示情報に相

当する情報が含まれないよう注意する。 （管理通達記第4の2の(2)， （参考）管理

通達記第5の2の(2)）

※ファイルに設定する保存期間及び保存期間の満了する日は， ファイルにまとめら

れた司法行政文書の保存期間及び保存期間の満了する日となる。 （管理通達記第4
の3の(7)）

整理された司法行政文書は，事務局の課等ごとにファイル単付で管理する‐

＞

＞ 整理された司法行政文書は，事務局の課等ごとにファイル単位で管理する。

（下級裁実施通達記第7の1の(1)）

妄 短期保有文書については， ファイルにまとめる必要はないが，事務ごと，

年度ごとに簿冊（事務記録）にまとめるなどして管理する。保存期間を1年

．以上とする文書と区別し，廃棄時期を明らかにするため，事務記録には背表

紙（保存期間1年以上とするファイルと区別しやすいものが望ましい。 ）を

付し，短期保有文書である旨や作成年度等を明示する。
〆
←



保存期間について

歴史公
期間を定

文書蔓1三目亥当し， 又は合理的な跡付けや栓証1三必要迄なるヨ法行政文書は， 1星以上の保存
める。

歴史公文書等に該当する文書
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キ標準文書保存期間基準(保存期間表)において,保存期間を1年未満とすることが適当なものとして，
業務単位で具体的に定められた司法行政文書

－－

▲保存期間が'年未満の文書(短期保有文書)と'年以上の文書は,整理の方法や廃棄の扱いが異なるため,注意
一一一
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標準文書保存期間基準(保存期間表） 摂塞文書保存期間基準(保存懇間表)(O○課） 平成0年○月OB

|－《鯛｜:: ’
分濁
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事、 裳海の区分 町淫行強大香の具体pl
分鵡大分恋

分韻肥毎）
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人蚕霊娩81嵩

隠語毅判満呪則 立案 園詣馳V1所規ﾛﾘ(立案）
(平威00年度）意義

①作成｡取得した文書の保存期間の設定基準
②文書の作成基準

急、笠

’

イ 最窟藍羽蔚胆ﾛ1の別
室に鯛する鯛王寺塊
又煙上冨に聞了ろ文
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覇罫慶要"認寄魂
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Ｍ
け
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御
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房

外回0伺欧概聞又険
民園企裁の状没1，涜
閃煤国体又は閃嵯忠
泥唾見睦取

奥深の捜刈に閃する
鯛蚕悪寛文露

個|刺書聖聖 ｜ｱ|識珊鰯 島函腿判所瓜ﾛﾘ誤
理由.新旧対飼鰹

財定･改痩 最悪羅桝所規ﾛﾘ(別室
改鷹)(千厩00年壁〕

一
一
一

一
一

／－~－－－－－、

｜ ●繍雲灘〆
.文書の保存期間は〆｜

’ 存期間表に従い設定

●ファイルの分類｡保存期間も保存期
間表に従う。

、 ＊管理通達記第4の3の(3)

職員

トヨ
'し ‘ 保存期

』

レゴ 管理者
が定める。

－ 一

l

｢ 文書管理者
一- 一

保存期間表に定める保存期間

管理通達別表"下級裁実施通達別表1～3の類型に

該当する文書今別表に従う
該当しない文書中管理通達別表を参酌して文書管理者が定める。

※合理的な跡付け又は検証に必要となる文書については,原則
として1年以上の保存期間を定める必要がある。

拳管理通達記第4の3の(2)〆
〆

／

一
一

r－－ －、
保存期間表にない類型の文書を
新たに作成し，又は取得することに

なる場合には,保存期間表の変更 ，
が必要 ｜

」＊下級裁実施通達記第7の2の(3)

ｌ

保存期間表は公表しなければならない。

保存期間表を定め，又は変更したときは,総括文書管理者に報告する。

、－ ＊管理通達記第4の3の(1)，下級裁実施通達記第7の2の(4) ’’
、

／一



整理の方法
琴管理通達記第4の1

① ② ③

罐
'て分類し,名称，

,簾学曹を驍霊’

『
事
務
記
録
－

１
鰡
熱
卦

麹

”
一

●
↑

－の集合物
にまとめる I

ノ

保存期間表に

従って分類し，
名称,保存期間
保存期間満了日
を設定

〆
－－－

一一一

琴實雲’ |乙r葆溺韻ﾐ毒雪子1
'鰯薔篁ざ蕊寿｜
I 必要
'－－－－－－．－－－． .一

保存期間と保存期間満了日が同じ,相互に密
接な関連を有する文書を－の集合物にまとめる

※短期保有文書は,事務ごと,年度ごとに簿冊にまとめるなどして管理
一

套
’

ファイルに付す名称は｡.。 ●提在期間Q設定について

。保存期間は保存期間表に従って設定する。

．｢保存期間の起算日｣は作成取得年度の翌年度の4月
1日からが原則

I 。分かりやすいもの ＊管理通達記第4の2の(2)
’ ○まとめた文書の内容を端的に示している。
× 「その他｣， 「雑｣等,まとめた文書の内容が分から
ない。

．ファイル名の末尾にファイルの作成年度を記載

・行政機関の保有する情報の公開に閨する法律(平成1
1年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に相当
する情報が含まれないよう注意

余(参考)管理通達記第5の2の(2)
、－－

n例 】 2015.5.12 2016．4．1 2021．3．31

二二挺圃睡二戸F二三二
起算日 保存期間満了日

’
作成取得

’
｡｢保存期間の満了する日｣は｢保存期間の起算日｣から
起算して設定する。

＊管理通達記第4の3の(6),同(7)
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【司法行政文書の保存】

妄 管理するファイルは，保存期間の満了する日までの間，適切に保存しなけ

ればならない。 （管理通達記第4の4）

＞ 司法行政文書の保存に当たっては，文書管理者による確認の上で共用の保

存場所に保存する。保存場所の選択に当たっては，利用頻度の高いものは事

務室で管理し，利用がほとんど想定されないものは書庫に適宜移動させるな

ど，効率よく事務処理が行われるよう工夫する。

<紙文書〉

＞ 電子文書以外の文書（紙文書）は， ファイルごとに物理的な簿冊（事務記

録）にまとめる方法により保存する（下級裁実施通達記第8の2） 。文書を

事務記録にまとめる際は，異なる分類や保存期間の文書を混在させないよう

にしなければならない。

＞ 事務記録には文書管理システムから出力した背表紙（システム非利用庁で

は適宜の様式）を付す。 （下級裁実施通達記第8の3，第13の4）

※複数の事務記録を合冊する場合（下級裁実施通達記第8の2） ， 当該事務記録中

の全てのファイルの背表紙を付け， ファイル管理簿への記載漏れや， ファイルの誤

廃棄及び廃棄漏れがないように注意する必要がある。

＞ 事務記録は，共用のキャビネットや書庫等の保管庫に業務ごと，年度ごと

に区分するなどして整理整頓して保存する。職員が自己の執務の便宜のため

に保有している個人的な執務の参考資料などとは一緒に保管しない。

<電子文書〉

＞ 電子文書については，文書管理システムに登録する方法（文書管理システ

ムに登録することができない電子文書については，パスワードを設定する等



により改ざん，漏えい等を防止するとともに，適正かつ確実に利用すること

ができる適切な方法）により保存する。 （下級裁実施通達記第8の1）

＞ 電子文書についても，個人的な執務の参考資料などは，共用の保存場所

（共有フォルダ等）には置かない。

<短期保有文書〉

＞ 短期保有文書については， ファイルによる管理は必要ないが，司法行政文

書であることに変わりはなく，適切に管理する必要がある。

【ファイル管理簿について】

＞ ファイル管理簿は， ファイルの管理を適切に行うために， ファイルの分類，

名称，保存期間，保存期間の満了する日及び保存場所その他の必要な事項を

記載した帳簿であり，文書の作成，取得から廃棄までの現況の管理ツールで

あるとともに情報検索のデータベースとしての機能を有する。 （管理通達記

第1の2の(7)）

房 ファイル管理簿は， 当該裁判所が保有するファイルの現況を示すものであ

るから， ファイル管理簿への記載等は正確に行わなければならない（文書管

理システムに入力する情報がそのままファイル管理簿に反映されることから，

入力を正確に行う必要がある。 ） 。

※文書管理者は，少なくとも毎年度1回，総括文書管理者が定める期限までにファ

イル管理簿への記載を行うほか， ファイルを廃棄したときは当該ファイルに関する

記載を削除する。 （管理通達記第5の2の(1)，同(3)，下級裁実施通達記第9の2）

＞ ファイル管理簿は，総務課に備え置いて一般の閲覧に供されるとともに，

インターネットで公表される。そのため， ファイル管理簿には行政機関の保

有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）第5条に規定す

る不開示情報に相当する情報を明示しないようにしなければならない。 （管

理通達記第5の1の(2)，第5の2の(2)）
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参管理通達記第4の4

紙文書の保存紙文書の保存 「－ －‐
▽自浄＝空一口し罰フ守vゾ引一

－－＝ﾆﾆｴ4写ニニェ比一二一一碁一一一・号準一＝＝一一一一→＝一二－二三一一＝＝ず

電子文書以外の文書は,ファイルごとに物理的な簿冊(事務記録)にまとめて,保管庫(事務室のキャビネット，
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ファイル管理簿

記載事項 ＊管理通達記第5の2の(1)

。分類 。名称 。保存期間
。保存期間の満了する日 ・保存場所
・フアイルの作成日の属する年度
・ファイルの作成日における文書管理者

。保存期間の起算日 ・保存媒体の種別
・ファイルに係る文書管理者

機能

①文言の作成取得から廃棄までの現況の管理ツール
②情報検索のデータベース

司法行政文書フアイノI管理薄

…｜ 分綱
得年度．－

雪 ｜ 大分類 ｜中分調
名称
(小う彊W） :職憾|隠存鳴瀬作成･取御譜 起豆日 保存期間 i呆存卿旧満了日 管理稀 胴毒

(文書管理第

意}辱(事
司法行霞文書潭且につ
いての事務連絡害(平
成27年度）

2015年

度 文書の菅理笥 秘書課長 2016年4月1日 2021年3月31日5年 眠 ’窮務室 ¥罐源長

今前年度までに作成したファイル

【例】 。保存期間の始期が到来しているファイル
°保存期間の始期が特定日に係るファイル
．保存期間が常用であるファイル

(文書管理第
一)厩務(索
務）

2016年k入面面垂端

度 一)庶務(索文書の管理誇指名番(平成28年図 1曙課長2017年4月旧 5年 2022年3月31日 紙 諏務室 Vg認賑務）

2016年（文番管理第 18番課司法行政文番菅

度 蔦順覇(事文書の壷遡雷理実施縄目〈平尿28年 ＄鱈諏長：0'7年↓月旧 5¥ 2022¥3月3旧 ＄侭 諏務室 Yg書淑長度）

＝曼二｣三

文書の管理誇 指名書(平成28年画 秘書課長 2017年4月喝 2022年3月31日
囎谷卯長
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| :Zｱｲ世管理簿への記載は現況を正確に I
｜ 反映する。 i

II

I o行政機関の保有する情報の公開に関す ｜
｜ 量澪律(平胸1年法律第42号)第5条に ｜
｜ 規定する不開示情報に相当粥情報弄崩 ’
1 示しない。 ＊管理通達記第5の2の(2) 1

1

1

11_-----....____-.---.---__｡..__----...--m, ．__『！

、
文書管理者は,少なくとも毎年度1回，ファイルの現況を
ファイル管理簿に記載

余管理通達記第5の2の(1)

ファイル管理簿は,総務課に備え置かれ,一般の閲覧に ｜
供されるとともに，インターネットで公表される。

、 哨理通達記第5の1の(2)ノ
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[
延量呉塵室

【延長】

＞ 保存期間が満了したファイルについて，職務の遂行上必要があると認める

ときは，必要な限度において，一定の期間を定めて保存期間及び保存期間の

満了する日を延長することができる。 （管理通達記第6の3の(2)）

＞ 管理通達記第6の3の(1)に掲げる司法行政文書が含まれるファイルについ

ては，それぞれ定められた日が経過するまで， 1年ごとに， 当該ファイルの

保存期間及び保存期間の満了する日を延長しなければならないことから， フ

ァイル中に管理通達記第6の3の(1)に掲げる司法行政文書が含まれることに

なったときは，延長すべきファイルである旨を適宜明示するなどして，延長

漏れ，誤廃棄を防止する。

＞ 短期保有文書についても，管理通達記第6の3の(1)のアからエまでに該当

するときは，保存期間を1年以上とする文書としてファイルによる管理をす

る。

＞ ファイルの保存期間及び保存期間の満了する日を延長したときは， ファイ

ル管理簿の記載事項を更新し，事務記録の背表紙の保存期間満了日を修正す

る。 （下級裁実施通達記第9の3，第11の2）

【廃棄】

＞ ファイルの保存期間が満了したときは，保存期間及び保存期間の満了する

日の延長をする場合を除き， 当該ファイルを廃棄しなければならない。 （管

理通達記第6の2の(2)）

＞ 文書管理者は，保存期間の満了後，総括文書管理者に対し，廃棄の承認申

請をし，総括文書管理者から廃棄の承認がされたら，速やかにファイルの廃

棄処理をし，総括文書管理者が定めた日までにファイル管理簿の記載の削除，



廃棄簿への記載を行わなければならない。 （管理通達記第6の2，下級裁実

施通達記第11の1）

廃棄処理を行う際には，誤廃棄や廃棄漏れがないよう複数人で十分に確認

を行う。例えば，廃棄承認されたファイルのリストと事務記録の背表紙を照

合して確認し，同様の作業を上司など別の人にも行ってもらうことが考えら

れる。

司法行政文書を廃棄する場合には，細断，溶解，データの抹消等再利用で

きないよう適切な方法により処分する。 （下級裁実施通達記第11の1の(8)）

短期保有文書については，事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄す

ることとされているから，漫然と保有し続けることのないよう心掛ける。

（下級裁実施通達記第11の1の(5)）

管理通達記第4の3の(4)のアからキまでに該当しない短期保有文書を廃棄

する際には，文書管理者が，歴史公文書等や合理的な跡付け又は検証に必要

となる司法行政文書に該当しないかを確認し，廃棄する。この場合において，

文書管理者は，廃棄した短期保有文書に係る業務の類型及び廃棄をした日に

ついて記録し，総括文書管理者があらかじめ定めた一定の期間終了後， これ

を総括文書管理者に報告する。 （下級裁実施通達記第11の1の(6)）

総括文書管理者は，廃棄の記録の報告を取りまとめ，速やかに公表する｡

（下級裁実施通達記第11の1の(7)）

＞

＞

＞

＞

ー
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延長｡廃棄●

延長

1
間を延長

／

１
１忍めるとき

※短期保有文書がアーェの司法行
政文書に該当するときは,保存期間
1年以上とする文書としてファイルに
よる管理を行う。

今 一定の期間を定めて延長できる。
’

1
フ

文書力i含圭九る場合

今通達に定める日が経過するまで，
する必要がある。
〆

1年ごとに保存期間を延長

ア現に監査検査等の対象になっている司法行政文書

イ現に係属している訴訟における手続上の行為をするため
必要とされる司法行政文書

ウ現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をす
ために必要とされる司法行政文書

『~ﾍ）

’
學ファイル中に左のアーェに該当する
司法行政文書が含まれることになっ
たときは｡。。

I 一一
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長漏れ二

Lエ 誤廃棄を防止する1開示の申出があった司法行政文書
〃、

ノ
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I 妙下級裁実施通達記第9の3,第11の2ユヱ韮止Q提在期間を延長u皇と壹匡丘うことは2
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廃棄

は聖_保

琴管理通達記第6の2の(2)
廃棄の手続

今管理通達記第6の2，下級裁実施通達記第11の1

保存期間が満了したら…

■－ 廃棄の承認申請
傍-4 ー

一一●

－，－
廃棄の承認

総括文書管理者

－

一
一

誤廃棄防止のため,複数人で十分に行う

確認

文書管理者が行うこと丁つ－Eヨ

廃棄簿への記載

ファイル管理簿の記載の削除

文書管理者



延長･廃棄■

廃棄

支薑あ屋菫~可

一

文書の廃棄 争下級裁実施通達記第11の1の(5)

管理通達記第4の3の(4)に例示された類型に該当する短期保有文書Eヨ

ア正本｡原本が別に管理されている文書の写し
イ定型的又は日常的な業務連絡，日程表等
ウ出版物や公表物を編集して作成した文書
工所管する事務に関する事実関係の問合せへの応答に係る文書
オ明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
力意思決定の途中段階で作成したもので，当該意思決定に与える影響
がないものとして,長期間の保存を要しないと判断される文書
キ標準文書保存期間基準(保存期間表)において,保存期間を1年未満
とすることが適当なものとして,業務単位で具体的に定められた文書

a L塗=こう
事務処理上必要な
期間が満了したら…

零下級裁実施通達記第11の1の(6)，同(7)上記の類型に該当しない短期保有文書

事務処理上必要な期間が満了したら…

'〔確認〕
･歴史公文書等

・合理的な跡付け又は
検証に必要な文書
に該当しないか

、

、

|’廃棄した短期保有

文書に係る業務の
類型及び廃棄をした
日について記録

総括文書管理者報
生
巨

W

文書管理者 ／ 廃棄の記録を公表
／
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点検・監査

点検及び監査は，少なくとも毎年度1回，実施することとなっている。

（管理通達記第7の1）

点検は，文書管理者が自ら管理責任を有する司法行政文書の管理状況をチ

ェックするものであるのに対し，監査は，監査責任者が第三者の立場から行

うものである。

点検及び監査は，文書管理に関するコンブライアンスを確保し，適正な文

書管理を，組織及び職員一人一人に根付かせ維持するために実施するもので

ある。職員による文書の作成や保存が適切に行われているかどうか点検監査

を行う中で，組織及び職員に対する具体的な指導を継続することにより，組

織としての文書管理レベルの向上と職員一人一人の文書管理スキルの向上を

図ることになる。

点検は，庁として統一的に実施するため，総括文書管理者の定めた点検の

実施要領に従って，文書管理者が正確に管理状況を確認する必要がある。

点検の方法としては，文書管理者が職員にチェックシートを用いて自己点

検を行わせた上で現況を確認すぢことなどが考えられる。また，職員におい

ても，文書管理者の指示の下， ファイル管理簿とファイルの現物の突合を行

い， ファイル管理簿が正確に現況を表しているかや紛失等がないことを確認

するなど，正確な点検を行う必要がある。

監査の実施方法としては，実地監査と書面監査がある。実地監査では，監

査担当者が実際に現物のファイル等を確認し，必要に応じて文書管理者等に

対するヒアリング等が行われる。書面監査は， 当該年度において実地監査が

行われない課等について実施され，文書管理者がファイル管理簿等を確認し

た結果を記載した監査チェックシートを監査責任者に報告し，その報告書を

＞

、

＞

妄

、

＞



一一

基に監査が行われる。 ．

監査は，点検時に判明した問題点が改善されているかを確認する等，点検

結果を十分に活用して行われる。

）

〉
今､苧



一

少な≦とも毎年度｡便
｡

今管理通達記第7の1
一

意義 文書管理に閏するコンブライアンスを確保し,適正な文書管理を組織及び職員一人一人
に根付かせ維持させる。

モ ヱーー■一

､－

点検
F－－~－－一、L__聖昌_〕

文書管理者自らが,管理責任を有する司法
行政文書の管理状況をチェックし改善を図る。

監査責任者が,各文書管理者における通達
等の遵守状況を把握し,改善を図る。

町
監査担当者が実際に確認

文書管理者の確認結果を記
した報告書を基に監査

監査の方法

実地監査。

書面篇杏。

轡

文書管理者

点検の結果，改善すべき点があれば直ち
に改善する。○

点検で判明した問題点について改善の措
置が講じられたか確認する。冒芯 0

ノ

改善.＝

点検及び監査の結果を踏まえて,改善の措置を講じる。
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【文書管理者の役割と責任】

＞ 文書管理者は，司法行政文書の管理に関する責任の所在を明確にし，適正

な文書管理を確保するために置かれる実施の責任者である。 （管理通達記第

2の3の(1)，同(3)）

＞ 例えば，個々の文書の作成について，職員に日常的に指示する（管理通達

記第3の1） ，文書の作成に当たっては，正確性確保の観点から，その内容

について原則として複数の職員による確認を経た上で，文書管理者が確認す

る（同第3の4） ，文書管理者は，その管理するファイルを， 当該ファイル

の保存期間の満了する日までの間，適切に保存しなければならない（同第4

の4）などの役割がある。

【文書管理者が行う主な事務一通年で発生する事務】

1 文書の作成・取得，整理，保存に係る職員への指示

く作成・取得〉

湯 文書管理者は，裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判

所の事務の実績を合理的に跡付け，又は検証することができるような文書を

作成するよう職員に指示する。ただし，処理に係る事案が軽微なものである

場合を除く。 （管理通達記第3の1）

＞ 裁判所内部の打合せや裁判所外部との折衝等を含め，管理通達別表「事項」

の欄に掲げる事項に関する業務に係る政策立案，事務の実施の方針等に影響

を及ぼす打合せ等の記録についても，文書を作成するよう指示する。 （管理

通達記第3の3）

＞ 正確性確保の観点から，文書の内容について原則として複数の職員による

確認を経た上で，文書管理者が確認をする。 （管理通達記第3の4）



〈整理〉

＞ 文書管理者は，職員に対し，作成・取得した司法行政文書を分類し，名称

を付し，保存期間及び保存期間満了日を設定し，相互に密接な関連を有する

司法行政文書をファイルにまとめ，そのファイルについて分類し，名称を付

し，保存期間及び保存期間満了日を設定するよう指示する。 （管理通達記第
4の1）

妄 文書管理者は， ファイルの名称に，収納されている内容を分かりやすく表

すものを付すよう職員に指示をする。 （管理通達記第4の2の(2)）
〈保存〉

＞ 文書管理者は，整理を終えた司法行政文書について，保存期間満了日まで

適切に保存するよう職員に指示する。 （管理通達記第4の4）

＞ 紙文書の保存については，例えば，事務記録に文書管理システムから出力

した背表紙（システム非利用庁では適宜の様式）が付されているか， キャビ

ネットや書庫は整理整頓されているか，個人的な執務の参考資料などが一緒

に保管されていないかなどに気を付ける必要がある。

電子文書についても，例えば，共用の保存場所（共有フォルダ等）に個人

的な執務の参考資料などを置いていないか等を確認する。

2保存期間の延長

妄 文書管理者は，管理通達記第6の3の(1)のアからエまでの司法行政文書が

含まれるファイルについては，それぞれ定められた日が経過するまで， 1年

ごとに当該ファイルの保存期間及び保存期間の満了する日を延長しなければ
ならない。

＞ 文書管理者は，保存期間が満了したファイルについて，職務の遂行上必要

があると認めるときは，必要な限度において，一定の期間を定めて保存期間

及び保存期間の満了する日を延長することができる。 （管理通達記第6の3
の(2)）



I

＞ ファイルの保存期間及び保存期間の満了する日を延長したときは， ファイ

ル管理簿の記載事項の更新，延長後の保存期間・保存期間満了日の文書管理

システムへの登録，事務記録の背表紙の保存期間満了日の修正を忘れずに行

う。 （下級裁実施通達記第9の3，第1 1の2）

3廃棄

＞ 文書管理者は， ファイルの保存期間が満了したときは，保存期間及び保存

期間満了日の延長をする場合を除き， 当該ファイルを廃棄しなければならな

い。 （管理通達記第6の2の(2)）

＞ 文書管理者は， ファイルの保存期間満了後，総括文書管理者に対し，廃棄

の承認申請をする。総括文書管理者から廃棄の承認がされたら， ファイルの

廃棄処理をし， ファイル管理簿の記載の削除，廃棄簿への記載を行う。 （管

理通達記第6の2，第5の2の(3)，下級裁実施通達記第11の1）

※ファイル管理簿の記載の削除及び廃棄簿への記載は，総括文書管理者が定める期

限までにしなければならない。 （下級裁実施通達記第9の2，第11の1の(4)）

＞ 短期保有文書については，事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄す

ることとされているが，管理通達記第4の3の(4)のアからキまでに該当しな

い短期保有文書を廃棄する際には，文書管理者が歴史公文書等や合理的な跡

付け又は検証に必要となる司法行政文書に該当しないかを確認し，廃棄する。

この場合において，文書管理者は，廃棄した短期保有文書に係る業務の類型

及び廃棄をした日について記録し，総括文書管理者があらかじめ定めた一定

の期間終了後， これを総括文書管理者に報告する。 （下級裁実施通達記第1

1の1の(5)，同(6)）

ファイル管理簿への記載

＞ 文書管理者は，少なくとも毎年度1回，総括文書管理者が定める期限まで

にファイル管理簿への記載を行うほか， ファイルを廃棄したときは当該ファ

イルに関する記載を削除する。また，延長，所管換え，統合，分割等により

4



ファイル管理簿の記載事項に変更が生じたときは， 当該変更についてファイ

ル管理簿の記載事項の更新を行う。 （管理通達記第5の2の(1)，同(3)，下級

裁実施通達記第9の2，第9の3）

文書管理者は， ファイル管理簿への記載若しくは記載の削除又は記載事項

の更新をしたときは，その旨を総括文書管理者に速やかに報告する。 （下級

裁実施通達記第9の4）

※ファイル管理簿には，文書管理者が管理するファイルの現況について，管理通達

記第5の2の(1)に掲げる事項を記載しなければならない。

※ファイル管理簿には，前年度までに作成したファイル（総括文書管理者が定めた

記載の期限の時点において，既に保存期間の始期が到来しているファイル，保存期

間の始期が特定日に係るファイル，保存期間が常用であるファイル等）を登載する。

＞ 総括文書管理者は，事務局の課等のファイル管理簿を取りまとめ，所属す

る裁判所のファイル管理簿を調製し，調製したファイル管理簿を総務課に備

え置いて一般の閲覧に供するとともに， インターネットで公表する。 （管理

通達記第5の1，下級裁実施通達記第9の5）

※ファイル管理簿は，公表されることから，行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律（平成11年法律第42号）第5条に規定する不開示情報に相当する情報を

明示しないようにしなければならない。 （管理通達記第5の1の(2)，第5の2の(2)）

点検・監査とその結果を踏まえた措置の実施

＞ 点検及び監査は，文書管理に関するコンブライアンスを確保し，適正な文

書管理を組織及び職員一人一人に根付かせ維持するために行うもので，文書

管理者は，少なくとも毎年度1回，点検を実施して，結果を総括文書管理者

に報告する。 （管理通達記第7の1の(1))

＞ 点検は，総括文書管理者が示す点検項目や時期に従って行う。

＞ 文書管理者は，点検の結果等を踏まえ， 司法行政文書の管理について必要

な措置を講ずる。

司法行政文書の管理状況の報告

5

6



＞ 総括文書管理者は， 司法行政文書の管理状況について，その所属する裁判

所の長へ報告する。 （管理通達記第2の1の(3)のイの(勃）

＞ 高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所の長は， 司法行政文書の管理状況

（地方裁判所にあっては，管内の簡易裁判所の管理状況を含む。 ）について，

毎年度，秘書課長に報告しなければならない。 （管理通達記第7の3）

＞ 文書管理者は，総括文書管理者の指示の下，各課等の管理状況を把握する。

【文書管理者が行う主な事務一必要に応じて発生する事務】

1 保存期間表の作成・見直し

＞ 文書管理者は，その所属する課等の所管する事務に関する司法行政文書に

ついての標準文書保存期間基準（保存期間表）を定め， これを公表しなけれ

ばならない。 （管理通達記第4の3の(1)）

＞ 所管する業務に変更が生じた場合等には，新たに作成し，又は取得するこ

とになる文書はないか，ある場合には保存期間を1年以上とする必要がない

か（また，今後不要となる類型がないか）を検討し，必要に応じて，随時，

保存期間表を変更しなければならない。 （下級裁実施通達記第7の2の(3)）

＞ 保存期間表を定め，又は変更したときは，その旨を総括文書管理者へ報告

しなければならない。 （下級裁実施通達記第7の2の(4)）

妄 文書管理者は，職員が司法行政文書やファイルを作成した際，保存期間表

に従い保存期間を設定するように指示する。

<保存期間表の定め方〉

＞ 保存期間表は，下級裁実施通達別紙様式第7の様式を用いる。 （下級裁実

施通達記第7の2の(1)）

＞ 保存期間表の保存期間は，管理通達別表に従って定めることとされている

が，下級裁判所においては，下級裁実施通達別表第1から第3に準じて定め

ることができる。 （管理通達記第4の3の(2)）

※管理通達又は下級裁実施通達の各別表の具体例にない文書であっても，各別表の

が



類型に該当する文書の保存期間は，各別表に従うことになるが，各別表の類型に該

当する文書以外の文書については，管理通達別表の定めを参酌し，事務の性質，内

容等を考慮して文書管理者が保存期間を定めることができる。その場合， 司法行政

が適正かつ効率的に運営され，国民に説明する責務が全うされるよう，意思決定に

至る過程及び裁判所の事務の実績の合理的な跡付け又は検証に必要となる文書につ

いては，原則として1年以上の保存期間を定める必要がある。 （管理通達記第4の

3の(2)）

司法行政文書の紛失等への対応2

司法行政文書の紛失及び誤廃棄が判明した場合，文書管理者は直ちに総括

文書管理者に報告しなければならない。 （管理通達記第7の2の(1)）

紛失等した文書の写し等が残っていた場合には，それを元に文書を復元さ

＞

＞

せるなど，必要な措置を講ずることになる。 (管理通達記第7の2の(2)）
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文書管理者の役割と責任

文書管理者は,司法行政文書の管理に関する
責任の所在を明確にし,適正な文書管理を確保
するために置かれる実施の責任者

＊管理通達記第2の3の(1),同(3)
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副総括文書管理者

言管理者の役害l1の価IU

個々の文書の作成について,職員に日常的に指導
＊管理通達記第3の1

文書の作成に当たっては,正確性確保の観点から，
その内容について原則として複数の職員による確認を
経た上で,文書管理者が確認

＊管理通達記第3の4

文書管理者は,その管理するファイルを，当該ファイ
ルの保存期間満了日までの間適切に保存

今管理通達記第4の4
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文書管理担当者
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文書管理者が行う主な事務
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通年で発生する事務

’~~､文書の作成･取得,整理保存に係る職員への指示

保存期間の延長

廃棄

．フアイル管理簿への記載
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保存期間表の作成｡見直し

司法行政文書の紛失等への対応



匪霊園

第1 情報公開の概要
P

1 平成13年4月1日から施行されている行政機関の保有する情報の公開に

関する法律（情報公開法）の対象は「行政機関｣であり,裁判所には適用され

憩い。しかし，裁判所も国の機関である以上j司法行政事務についてj国民に

対する説明責任を負うのは行政機関と異ならない｡

そこで，裁判所においても情報公開法の趣旨を踏まえて独自に通達等を定め，

平成13年4月1日から司法行政文書の開示手続を行っている。

<参考＞「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」 （平成13年4月1日施行）

第1条（目的）

この法律は，国民主権の理念にのつと.り，行政文書の開示を請求する権利につき定

めること等により，行政機関の保有まる情報の一層の公開を図り， もって政府の有す

るその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともにb国民の的確な

理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする｡
く参考＞「公文書等の管理に関する法律」

第1条（目的）

この法律ば， (中略）公文書等が，健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的

資源（中略)･であることにかんがみ，国民主権の理念にのっとり， （中略）行政が適

正かつ効率的に運営されるようにするとともに， （中略）その諸活動を現在及び将来

の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする｡

附則第1，3条2項

国会及び裁判所の文書の管理の在り方については， この法律の趣旨，国会及び裁判

所の地位及び権能等を踏まえ, ､検討が行われるものとする。

2平成27年には「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱

要綱」 (情報公開取扱要綱)及び「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関

する事務の取扱要綱の実施の細目について」 （情報公開実施細目通達)等が整

備され，同年7月1日から司法行政文書開示手続における苦情申出制度を含む

新しい制度の運用が開始した。

ノ
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これにより，開示・不開示の判断に対して苦情の申出がされた場合は，原則

として，外部の有識者で構成される情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問

し，同委員会からの答申を尊重して苦情の申出に対応する取扱いとなっている°

3 司法行政文書開示手続は，裁判所が保有する司法行政文書を開示する手続で

ある。 自然人, ･法人のほか法人でない社団等誰でも開示申出をすることができ，

開示申出の目的は問わない（情報公開取扱要綱記第2） 。

4裁判所における文書開示手続の対象となるのは，司法行政文書である。司法

行政文書とは，裁判所の職員が職務上作成し，又は取得した司法行政事務に関

する文書, ‐図画及び電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によ；

ってば認識することができない方式で作られた記録をいう。 ）であって，裁判

所の職員が組織的に用いるものとしてう裁判所が保有しているものをいう （情

報公開取扱要綱記第1)． 。

※開示対象とならない文書の例

･裁判事務に関する文書

裁判事務に関する文書とは，例えば,事件記録，裁判に関する裁判官のメ

モなど事件の審理・判断作用に関わる文書1審理の過程で作成された文書な

どである。

・官報等（情報公開法第2条第2項第1号参照） ｡

2
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康萌軍詞

第2情報公開手続の流れ

概ね，次のような流れで事務処理を行う､

l開示申出の受付

総務課で開示申出書を受け付ける。

2 申出内容の特定＝

開示申出入がどのような文書の開示を求めているのか申出内容を特定する。

3 開示対象文書の探索・特定

主管となる課及び訟廷（以下「主管課等」という。 ）は，開示申出に係る文

書を探索し,開示対象文書を特定する｡

4開示・不開示の検討

開示対象文書が存在した場合，主管課等は，不開示情報に相当する情報（情

報公開取扱要綱記第2の2）が記録されているか否かを検討する。

開示申出の主体や目的を問わず，司法行政文書そのものを，あるがままの状

態で開示すれば足りる（原則として開示）が，法令に別段の定めがあるとき

（例：刑事訴訟法第53条の2等）や，開示申出のあった司法行政文書に情報

公開法第5条に規定する．不開示情報に相当する情報が記録されているときは，

この限りでない。

5 開示・不開示の判断・通知

総務課は，開示申出人に通知を行う・通知は，開示の申出があった日から原

則として30日以内に行うものとされている（情報公開取扱要綱記第8の3) ｡

6 開示の実施

開示の実施（閲覧謄写等）に係る事務は，総務課が行う。開示の実施は，原

則として，開示の通知を発した日から30日以内に行うものとされている（情

P

両

1



報公開取扱要綱記第10の3) 。

7苦情の申出、

苦情申出期間は，開示・不開示の通知を発した日から3か月以内である（情

報公開取扱要綱記第11の2の(1)) ･

苦情の申出があった場合，最高裁は， ｢情報公開・個人情報保護審査委員会」

に諮問し（情報公開取扱要綱記第11の4の(1)） ，同委員会の答申を尊重して

原判断の当否について判断する（情報公開取扱要綱記第11の8） 。

8 関係書類の保存

総務課は開示申出書等を，主管課等は開示対象文書を，それぞれ保存する

(情報公開実施細目通達記第3） 。

〃

、

｛

や
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睡霊園

第3開示申出手続

1 開示申出の受付

（1） 開示申出書の提出

司法行政文書の開示の申出は，①開示申出人の氏名及び連絡先，②開示を申

し出る司法行政文書の名称等司法行政文書を特定するに足りる事項を記載した

開示申出書を提出して行う （情報公開取扱要綱記第玩の1，情報公開実施細目

通達記第1の1．情報公開法第4条第1項参照) 。 （

なお，開示申出人の押印は不要である。

（2）受付窓口

受付窓口は，総務課（簡裁においては，その所在地を管轄する地裁の総務課）

である（情報公開取扱要綱記第6） 。

<参考＞開示申出手続に係る手数料

裁判所における開示申出手続の場合は，行政機関の場合と異なり，手数料を徴収す

る法文上の根拠がないことから，手続に係る手数料を徴収しない。ただしj開示の実

施段階における謄写費用は,申出人の負担である（情報公開取扱要綱記第10の1)。

<参考＞支部等に対して申出があった場合（総務課，支部・簡裁向け）

開示対象文書が当該支部等に保存されていることが明らかであるときその他必要が

あると認めるときは，当該支部等において申出書の提出を受けることができる（情報

公開実施細目通達記第1の.2の(1)） 。提出を受けた場合には,受付日付印を押印した

上，速やかに,上記受付窓口に回送する（情報公開実施細目通達記第1の2の(2)）。
・ 二

<参考＞対象文書の保全

総務課は，速やかに主管課等に一報を入れ，対象文書を保全することが考えられる。

2 申出内容の特定

(1) 申出内容の特定

開示申出書が提出されたときは， 申出書に記載されている内容から，開示申

1
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出入がどのような文書の開示を求めてい，るかを特定する。

(2)補正の要否の検討

開示申出書に記載された申出の内容が不明確であり，開示対象文書の特定が

できない場合には，開示申出人に対し，開示申出の内容の補正を求めることが

できる（情報公開実施細目通達記第1の3） 。 、

補正に際しては，必要以上に詳細な補正まで行う必要はなく， 申出書に記載

された文言や申出に至った経緯等から合理的に解釈し，開示対象文書の特定が

できれば，補正を行う必要はない。

開示対象文書の特定ができる場合でも，開示対象文書の範囲や量が膨大とな

る場合には,文書の種類や対象時期など，開示対象文書を絞り込むため，趣旨

確認を求めることも考えられる｡

補正を行う場合には,総務課は，最終的にどのような文書が対象となりうる

か，そのためにはどのような方法で補正を促すかなど,事前に主管課等と対応

方針をよく検討する必要がある。
牡

『

3開示対象文書の探索9特定

（1）対象文書の探索・特定

主管課等は，関係部署や総務課と連携して開示申出に係る文書の探索を行い，

探索漏れが生じないようにする。

また，探索した文書が申出の趣旨に合致する文書であるか否か等を検討し，

開示対象文書を特定する。

※文書が不存在であるため不開示とする場合であっても，探索範囲及び方法

の合理性について説明することができるよう，探索を尽くしておく必要があ

る。

(2) 開示対象文書

開示対象となるのは，原則として，開示申出時点で保有している司法行政文
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書であるdなお，当該申出の開示等の判断時点までに作成，取得が予定されて

いる場合は， これを対象文書として扱うことができる。

※司法行政文書について

・ ｢組織的に用いる」 とは， 当該行政機関の組織において，業務上必要なも

のとして利用又は保存されている状態のものを意味する。 「組織的に用いる」

といえるかについては，⑦文書の作成又は取得の状況，④当該文書の利用の

状況, '＠保存又は廃棄の状況などを総合的に考慮して実質的な判断を行うこ

ととなる。

． 「保有している」とは，文書を所持している（事実上支配している）状態

をいう。

・ 保存期間1年未満の文書（短期保有文書）であっても，開示の対象となる。

(3)対象文書が存在しないとき

不開示の判断をすることになる。

4開示・不開示の検討

（1）不開示情報の検討

主管課等は,対象文書の開示･不開示について検討する。

ア不開示情報

開示申出の主体や目的を問わず，司法行政文書そのものを，あるｶﾐままの

状態で開示すれば足りる（原則として開示)が,法令に別段の定めがあると

き:(例：刑事訴訟法第53条の2等)や,開示申出のあった司法行政文書に

情報公開法第5条に規定する不開示情報に相当する情報が記録されていると

きは， この限りでない。

情報公開法第5条は，例外的に不開示にすべき情報として，第1号から第

6号までの6類型の情報を限定列挙している｡

司法行政文書開示手続においても，開示の申出があった司法行政文書に，
、
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開示等の判断の時点において情報公開法第5条に規定する不開示情報こ相当

する情報（裁判事務の性質上，公にすることにより，その適正な遂行に支障

を及ぼすおそれのある情報を含む｡ ）が記録されているときは,当該情報が

記載された部分は不開示とすることができる（情報公開取扱要綱記第2の2，

第3の1） 。

※不開示とする部分について，主管課等は,その判断について対外的に客

観的・合理的な説明ができるよう，十分に検討する必要ｶﾐある。

また，文書のマスキングについて，手作業による場合は再度写しを取る

などして,-透けて見えることがないよう注意する(PDFファイルにして

注釈機能を利用すると便利である6 ） 。

<参考＞情報公開法第5条

・ 第1号：個人に関する情報（例：氏名,‘生年月日）

． 第2号：法人等に関する情報（例:法人等の印影）

第3号：国の安全等に関する情報

第4号：公共の安全等に関する情報

第5号：審艤，検討又は協議に関する情報

第6号：事務又は事業に関する情報（例:非公表のファクシミリ番号）

<参考＞情報公開法第5条第1号ただし書

イニ法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定されてい

る情報

ロ：人の生命、健康、生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると

認められる情報

ハ:当該個人が公務員等である場合において，当該情報がその職務の遂行に係る情

報である.ときは， 当該情報のうち，当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容

に係る部分

＜参考＞部分開示

開示の申出があった司法行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合におい

て， 当該不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは，

当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただじ，当骸部分を除いた部分に

有意の情報が記録されていないと認められるときは，この限りでない（情報公開取扱

要綱記第3の1） 。開示の申出があった司法行政文書に情報公開法第5条第1号の情

報に相当するもの（特定の個人を職別することができる情報）が記録されている場合

4
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において，氏名，生年月日その他の「個人識別部分」 と「その他の部分」とに区分し，

「個人識別部分」を除くことにより 「その他の部分」を公にしても個人の権利利益が

害されるおそれがないと認められるときは， ｢その他の部分」は不開示情報に該当し

ないものとして開示する(情報公開取扱要綱記第3の2，情報公開法第5条第1号た

だし書参照） 。

イ第三者照会

開示の申出があった司法行政文書に裁判所及び開示申出人以外の者（第三

者）に関する情報が記録されている場合において，当該情報が不開示情報に

該当するか否か疑義があるときは,当該第三者に対し，開示についての意見

を求める（情報公開取扱要綱記第9･情報公開法第13条参照） 。

(2)存否応答拒否． ・

開示の申出があった司法行政文書ｶﾐ存在しているか否かを答えるだけで，不

開示情報を開示することとなるときは, 当該司法行政文書の存否を明らかにし

ないで，開示しないことができる（情報公開取扱要綱記第5) 6

なおタこのような性質の文書については，常に存否応答拒否を行う必要があ

ることから，開示の申出の対象となる司法行政文書の有無にかかわらず存否応

答拒否を行う必要があることに留意する．

（例）｢皇笙被告となっている民事事件に関して作成された司法行政文書の開

示を求める。 」との申出の場合

※Aが申出人本人であっても存否応答拒否することになる｡自己情報の開示申出につ

いては,保有個人情報開示手続を案内することも考えられるが；申出内容によっては，

保有個人情報開示手続でも開示できなし場合もある。

(3) 開示に代わる情報の提供

開示の申出があった司法行政文書そのものの開示よりも，別の司法行政文書

の提示又は開示申出の内容に沿った情報の形にして提供する方が開示申出人に

とって有用で，その目的に沿う内容となる場合には，別の司法行政文書又は情

報を開示の対象とすることができる（情報公開取扱要綱記第,0の2）。
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； く開示･不開示の判断を行うに当たって＞

： 行政府省における情報公開.個人情報保護審査会や裁判所における情報公；
開？個人情報保護審査委員会の答申を参考にすることが有用である。

｡
●

；
§
●
＄

○答申・判決デｰﾀべｰｽ(総務省） ；§
■

(http://koUkai-hogo¥db・.soumu･g｡;jp/) ;
D

i

O情報公開・個人情報保護審査委員会（裁判所ウエブサイト） ：
§
8

(http;/www・courts・go.jp/saikosailiinkai/jyouhOukoukaig_kojinjyOuh9:．§
＄
｡

U/index.html) ：
i . 由
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5開示・不開示の判断の通知

（1） 開示・不開示通知の期限

開示・不開示の判断の通知は，開示の申出があった日から原則として30日

以内に行う (情報公開取扱要綱記第8の3） 。

なお，事務処理上の困難その他正当な理由により期限内に通知できないとき

は， 申出人に対し，延長通知が必要となる（情報公開実施細目通達記第1の5

の(3)）。

＜参考＞期間の計算

開示手続における期間の計算には,期間の初日は算入されない（民法第140条参

照) 。また,期間の末日が,裁判所の休日に当たるときは,その翌日に満了する(裁
判所の休日に関する法律第2条，民法第142条参照） 。

（2） 開示の申出があった司法行政文書の全部を開示する場合

開示申出人に対し,その旨を開示の実施の日時,場所及び方法とともに,原

，則として書面で通知する（情報公開取扱要綱記第8の1，情報公開実施細目通

達記第1の5の(1)のア参照)･ ･

（3） 開示の申出があった司法行政文書の全部又は一部を開示しない場合

開示申出人に対し,書面（全部不開示の場合は不開示通知書,一部不開示の

場合は開示通知書）でその旨を通知する｡当該書面にはj不開示の理由として，
I
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不開示事由の項目 （情報公開法の条項）及び不開示事由に当たる具体的な記載

内容を記載した簡潔な理由を付記する（情報公開取扱要綱記第8の2，情報公

開実施細目通達記第1の5の(2)） 。．

一部不開示の場合は，開示の実施に関する通知も行う。

6開示の実施

(1) 開示の実施の期限

開示の実施は，司法行政文書を開示する旨の通知を発した日から原則として

. 3･0日以内に行う (情報公開取扱要綱記第10の3) ｡

(2)実施の方法

司法行政文書の開示の実施は,文書及び図画については閲覧をさせ,又は写

しの交付を求める者には自らの費用で謄写をさせる（情報公開取扱要綱記第1

0の1本文） 。

く参考＞開示対象文書の枚数が15枚以下の場合

各庁の実情に応じて，司法行政サービスとして無償で写しを交付する運用がなされ

ている。

7苦情の申出

（1）苦情申出の制度

開示申出人又は第三者（開示の申出に係る司法行政文書に情報が記録されて

いる者に限る。以下同じ。 ）から，裁判所が行った全部開示，一部開示又は全

部不開示の判断（以下「原判断｣という。 ）に対して苦情の申出がされた場合

には，最高裁判所において当該原判断の当否を判断する（情報公開取扱要綱記

第11の1）。

最高裁判所は,原判断の当否を判断するに当たっては，原則として，外部の

有識者で構成する情報公開b個人情報保護審査委員会(以下「審査委員会」と

いう。 ）に諮問し,審査委員会の答申を尊重して，苦情の申出に対応する（情

、

7



報公開取扱要綱記第11の8） 。

<参考＞苦情の申出の期間

苦情の申出は，開示申出人又は第三者いずれからの場合でも,原判断の通知が到達

しなかったことが明らかな場合,その他正当な理由がある場合を除き，開示申出人に

対し原判断の通知を発した日から，原則として3か月以内に行わなければならない｡

また，上記の正当な理由がある場合でも，原判断の通知を発した日から1年以内に行

わなけれぽならない(情報公開取扱要綱記第，抑2) 。

<参考＞苦情の申出の受付

最高裁判所事務総局秘書課で行う （情報公開取扱要綱記第11の15） 。

下級裁判所に苦情の申出がされた場合には，当該下級裁判所の総務課において苦情

申出書の提出を受け,当該苦情申出書に受付日付印を押印した上,速やかに, これを
秘書課に回送する:(情報公開実施細目通達記第2の2の(1)。

く参考〉開示の実施前に第三者から苦情の申出がされた場合
開示の実施前に第三者から苦情の申出がされたときは,原判断をした裁判所は，最

高裁判所が原判断の当罰こついて判断するまでの間，開示を実施しないものとし，そ

の旨を開示申出人及び当該第三者に通知する(情報公開職婁綱記第’’の3） 。な
お，苦情の申出があったことは，最高裁判所から通知される（情報公開実施細目通達

記第2の4の(1)。

(2)諮問の準備

最高裁判所が審査委員会に諮問する際には；開示申出書の写しや原判断の通

知書の写しなどの資料,原判断についての最高裁判所の考え方を記載した理由

説明書の提出が必要となる。そのため,苦情の申出がされると，最高裁判所か

ら苦情の申出があった旨の通知がされると共に諮問に必要な資料の提出が依頼

される(情報公開取扱要綱記第11の7の(1惨照） 6

<参考＞

審査委員会への諮問は,苦情の申出がされた日から原則として30日以内に行うも

のとされている． (情報公開取扱要綱記第11の4の(2)ことから，上記依頼がされた

場合は，速やかに資料の送付を行う必要がある。

(3)答申から苦情への対応まで

審査委員会は，原判断の当否について調査・審議し，最高裁判所に対して答

申を行う。最高裁判所は，答申を尊重して原判断の当否について判断する｡ (情

報公開取扱要綱記第11の8）こととなり，その結果は，最高裁判所から苦情

8



タ

申出人に結果通知書により通知される。その際，原判断をした裁判所に対して

も上記通知書の写しが送付される｡開示,不開示の通知や開示の実施等,原判

断をした裁判所での対応を要することがある・

く参考＞

裁判所は，審査委員会から答申を受けた日から原則として30日以内に苦情への対

応を行･うものとされている（情報公開取扱要綱記第11の13）ことに留意する。

関係書類の保存

(1) 開示申出書，開示通知書等の開示関係書類は，原判断をした庁の総務課にお

いて， 1年間保存する（情報公開実施細目通達記第3の2） 。

(2)開示対象文書は,主管課等において保存する。開示の申出があった司法行政

文書を含むファイルについては,通達に定める日が経過するまで， 1年ごとに

保存期間等を延長する必要があることに留意する．(平成24年12月6日付け

総長通達「司法行政文書の管理について｣記第6の3の(1)のエ参照） 。また，

開示の申出があった短期保有文書は, 1年以上の保存期間を設定して保存する

必要が高いと考えられることから，開示申出の対象になるものと判断した時点

でファイルによる管理を行う。

8
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園霊園

第4支部・簡裁における留意点

1 司法行政文書開示の担当部署

（1） 司法行政文書の開示に係る受付その他の実施に関する事務は，高等裁判所，

地方裁判所及び家庭裁判所においては総務課が，簡易裁判所においてはその所

在地を管轄する地方裁判所の総務課が行う （情報公開取扱要綱記第6） 。

(2) 高等裁判所支部，地方裁判所支部，家庭裁判所の支部若しくは出張所又は簡

易裁判所（以下「支部等」 という。 ）に司法行政文書の開示について照会があ

った場合,簡易な照会（例えば， 「裁判所データブック」により即時に回答が

できるもの）を除いて,本庁の総務課（簡易裁判所においては；その所在地を

管轄する地方裁判所の総務課。以下同じ。 ）が窓口となる旨説明し，各本庁の

総務課に引き継ぐ。

』

2支部等に対する申出

（1） 支部等に対して開示の申出があった場合において，①開示の申出があった司

法行政文書が当該支部等に保存されていることが明らかであるとき，②開示申

出人が当該支部等への開示申出書の提出を強く希望するとき，③開示申出書が

支部等に郵送されたとき，④その他必要があると認めるときは,当該支部等に

おいて開示申出書の提出を受けることができる（情報公開実施細目通達記第1

の2の(1)参照） 。

（2） 支部等に開示申出書が提出された場合には，当該支部等は，開示申出書に受

付日付印を押印した上,速やかに本庁の総務課に回送する（情報公開実施細目

通達記第第1の2の(2)） 。

ノ



康萌調

第5事例検討

司法行政文書の開示手続における不開示情報

裁判所は，その保有する．司法行政文書の開示の申出があった場合は，当該司

法行政文書を開示すrるものとされている6もつとも，当骸司法行政文書に情報

公開法第5条に規定する不開示情報に相当する情報が記録されているときは，

不開示となる。

1

不開示情報の検討に当たっての留意点

裁判所の開示,不開示の判断に対しては,最高裁判所に苦情の申出謝るこ

と:ができる｡苦情の申出があった場合には,原則として情報公開・個人情報保

護審査委員会に諮問されるが，その際には開示･不開示の判断についての理由

説明書が求められる。したがって，不開示情報の検討に当たっては，苦情の申

出までを見込みj第三者が客観的に見ても合理的と言えるような検討を行う必

要がある｡

2

主な不開示情報

不開示情報で実務上多く見られるのｶﾐ，情報公開法第5条第1号の個人識別

情報や同条第6号の事務支障情報である。

このうち個人識別情報とは，個人に関する情報であって，当該情報に含まれ

る氏名，生年月日その他の記述等により特定の個入を識別することができ･るも

のである。個人識別情報はj当該個人が誰であるかを識別させることとなる氏

名，生年月日その他の記述部分だけではなく，氏名，生年月日その他の記述等

により識別される特定の個人に関連するひとまとまりの情報全体を意味するこ

3

(1)

(2)
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とに留意する。

【事例検討1】

(1) 名簿として多く見られるのは》事例検討1のように複数人の氏名や住所等の

個人に関する情報が一覧表の形式になっているものである。事例検討1の名簿

の場合，委員ごとに各行に記載さ瀦た情報全体が，その委員の氏名と一体とな

って，情報公開法第5条第1号に規定する個人に関する情報であって特定の個

人を識別することができる情報（個人識別情報）に相当する。

②個人識別情報については不開示となるが，個人識別情報であっても情報公開

法第5条第1号ただし書イからハまでに相当する情報については,あえて不開

示情報として保護する必要性に乏しいことから不開示情報から除かれる。事例

検討1におしiて委員の氏名及び肩書は，裁判所のウ:エブサイトで対外的に公表

されているから， これらの情報については，同号ただし書イの「慣行として公

にされている情報｣に相当しウ開示することになる。 ･事例検討1においては,′

その他に同号ただし書ロ及びハに相当する情報は見当たらない。

(3) さらに，個人識別情報については部分開示の可否を検討することになるが，

事例検討1においては，特定の個人を識別することができることとなる記述

（個人識別部分）である氏名が既に開示されていることから，部分開示を行う

ことはできない。

は） 事例検討1における不開示情報は，生年月日， 自宅住所，連絡先及び出身校

（いずれも個人識別情報）である｡

【事例検討2】

(1)職員配席図には，職員の配置に関する情報が記載されており，所属，氏名官

職名及び内線番号等が一体となって個人識別情報となる。そのうち，所属,氏

名,官職名や対外的に公表されている直通番号等は，慣行として公にされてい

2



る情報に相当し，開示する｡．

(2) さらに職員配席図には》 |■■■■■■■■■－－－ 囮一般来庁

者が自由に出入りすることができないような部屋の配置に関する情報が記載さ

れていることが通例である。このような部屋の配置の情報が公になると庁舎管

理上の問題や警備上の問題が生じるおそれがあるた．め，庁舎管理上や警備上の

事務に支障を及ぽずおそれがある情報に相当し，不開示となる。

また， ト －~－－ 掴警備上配慮を要する備品や設備についても警備上の

事務に支障を及ぼすおそれがある情報に相当し，不開示となる。

(3) 事例検討2における不開示情報は，対外的に公表されていない直通番号及び

内線番号(個人識別情報及び事務支障情報) ， ｜ 1の表示(個人識別

情報） ，ファクシミリ番号（事務支障情報） ， |■■■■■

■(部屋の位置を含めた全体） （庁舎管理･警備事務支障)並び固

■■■■(備品や設備の位置を含めた全体) (警備事務支障情報)である。

性） 上記以外に庁舎管理上や警備上の事務支障情報として考えられるのは,■■

－－一画｜に関する情報がある。

’

【事例検討3】

(1) 開示の申出があった司法行政文書が存在しているか否かを答えるだけで，不

開示情報を開示することとなるときは，当該司法行政文書の存否を明らかにし

な‘いで，開示しないことができる（存否応答拒否) ･

(2) 事例検討3の各小間は， 申出の内容に不開示情報（いずれも個人識別情報）

が含まれており，その文書の存否を答えるだけで，不開示情報を開示すること

になる。

(3) 申出の内容から存否応答拒否をしなければならないと考えられる場合， 申出

の内容を補正することによって存否応答拒否を避けることができるときにほ申

出の内容の補正を行うことが望ましいが〉補正を行うことによっても開示申出

3



人の目的が達せられないと考えられるときには補正をすることなく，存否応答

拒否による不開示とするこ●とになる(小間(1)） 。また，開示申出人が自己に関

する情報を求める場合は，司法行政文書の開示の申出ではなく，保有個人情報

の開示の申出に補正することが考えられる（小間(2)） 。

例司法行政文書開示申出書が提出された後に保有個人情報の開示の申出に補正

を行う場合は,司法行政文書開示申出書という標題にかかわらず， 口頭聴取等

による補正によって保有個人情報開示申出書として扱うこともできる｡ただし，

この場合,保有個人情報開示申出手続で必要な本人確認書類の提出を求めるこ

とを失念しないように留意する｡ さらに自己に関する情報であっても行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法律第45条第1項に規定する情報（刑事

事件に係る裁判に係る保有個人情報等)については，保有個人情報開示手続は

適用されないことから，そのような情報に係る申出については安易に保有個人

情報開示手続に補正しないよう注意が必要である（小間(3)）。

〔
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第1 情報公開の概要①
_9

1 詳報の公開に関する法律』 《情報公開”この法律は,国民主権の理念にのっとり,行政文言の開示を請求する権利につ ｜
|き定めること等により，行政機関の保有する情報の一層の公開を図り，もって政

| l畠鰯認調窮雫|讓窒溌蕊諾縦臺麗菫三藍冒
i I的とする。 －‐
対象は「行政機関」であり，裁判所は対象外

r乏参=>~蚤嬉等あ薑壹に雷舂毫塞菖~~~、

｜蒸蕊謡蕊亭亭壼搬び壱1
』し I 蕊垂垂宣需晒職』

｜

与I
裁判所においても，情報公開法の趣旨を踏まえて，平成13年4月から司法行政
文書の開示手続を行っている。

第1 情報公開の概要②

平成27年7月1日から実施の現在の要綱等

の
“
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: 塗鴬壽の取扱要綱①
この実施細目通達は，裁判所の保有する司法行政文書の開示を実施するた
めに必要な事項を定めたものである。

F=一－

｢裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」
(情報公開取扱要綱） （平成27年7月1日から実施）
この取扱要綱は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律の趣旨を踏

まえ，裁判所の保有する司法行政文書の開示についての運用の基本を定める

ものである。



第1 情報公開の概要⑧

１
１

司法行政文書開示手続とは・ ・ ・

裁判所が保有する司法行政文書を開示する手続

･開示申出の主体：誰でも可（自然人でも法人でも可）
･目的は問わない。

r 「司法行政文書」とは。 ・ ・
裁判所の職員が職務上作成し，又は取得した司法行政事務に閏
する文書，図画及び電磁的記録であって,裁判所の職員が組織的

に用いるものとして，裁判所が保有しているもの（情報公開取扱
要綱記第1） ．

対象外の文書の例
事件記録，官報等
－ －

第2情報公開手続の流れ
原則として30日以内
＊情報公開取扱要綱記第10の3
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情報公開・個人憾報
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第3－1 開示申出の受付

＞開示申出書の提出

開示申出害の記載事項

（情報公開取扱要綱記第7の1，情報公開実施細目通達第1の1）

①開示申出人の氏名及び連絡先

②司法行政文書を特定するに足りる事項
（開示を申し出る司法行政文書の名称等）

開示申出人の押印は不要

＞受付窓口

・ 高裁・地裁。家裁の総務課

・ 簡裁においては，その所在地を管轄する地裁の総務課

（情報公開取扱要綱記第6） ．

［ 」
く参考＞開示申出手続に係る手数料

開示申出手続に係る手数料は，徴収しない。

ただし，開示の実施段階における謄写費用は，申出人の負担(情報公開取扱要綱記第10の1

第S－2申出内容の特定

＞申出内容の特定．

申出書に記載されている内容から，開示申出人がどのような文書の開示を求め

ているかを特定する。

＞補正の要否の検討

申出害に記載された申出の内容が不明確で，開示対象文言の特定ができない場

合には,開示申出人に対し，開示申出の内容の補正を求めることができるd

（情報公開実施細目通達記第1の3）

・ 開示対象文書の範囲や量が膨大となる場合

文書の種類や対象時期など，開示対象文書を絞り込むため，趣旨確認を求めることも

考えられる。

・ 対応方針の検討

総務課は，最終的にどのような文書が対象となりうるかうそのためにはどのような方

法で補正を促すかなど，事前に主管課等と対応方針をよく検討する必要がある。



第S－S開示対象文書の探索。特定①

＞対象文書の探索・特定

開示申出に係る文書の探索を行う。関係部署や総務課と連携して主管課等はゥ

1
r j

l探索漏れが生じないようにする ｝

垂

探索した文言が申出の趣旨に合致する文言であるか否か等を検討し，開示対象
文言を特定する。

※文言が不存在であるため不開示とする場合

探索範囲及び方法の合理性について説明することができるよう，探索を尽く
しておく必要がある。

第3－3開示対象文書の探索。特定②

＞開示対象文書

原則：開示申出時点で保有している司法行政文書

開示等の判断時点までに作成，取得が予定されている場合

今対象文書として扱うことができる。

※司法行政文書について

。 「組織的に用いる」とは，当該行政機関の組織において，業務上必要なものとし
て利用又は保存されている状態のものを意味する。 「組織的に用いる」といえる
かについては，⑦文書の作成又は取得の状況,⑦当該文言の利用の状況，◎保存
又は廃棄の状況などを総合的に考慮して実質的な判断を行う｡

。 「保有している」とは,文書を所持している（事実上支配している）状態をいう。

。保存期間1年未満の文書（短期保有文書)であっても，開示の対象となる。

＞対象文害が存在しないとき

不開示の判断をすることになる。



第S－4開示・不開示の検討①

＞不開示情報の検討

主管課等は，対象文書の開示･不開示について検討する。

＞不開示情報

開示申出の主体や目的を問わず，司法行政文書そのものを，あるがままの状態

で開示すれば足りる（原則として開示）力：法令に別段の定めがあるとき（例：

刑事訴訟法第53条の2等）や，開示申出のあった司法行政文書に情報公開法第

5条に規定する不開示'信報に相当する情報が記録されているときは，この限りで

ない。

※不開示とする部分について，主管課等は，その判断について対外的に客観

的。合理的な説明ができるよう，十分に検討する必要がある。

第S－4開示。不開示の言検討②

＜参考＞情報公開法第5条

1号：個人に閨する情報（例：氏名,生年月日）
2号；法人等に関する情報（例：法人等の印影）

3号：国の安全等に関する情報

4号：公共の安全等に関する情報，
5号：審議検討又は協議に閨する情報
6号：事務又は事業に閨する情報（例:非公表のファクシミリ番号）

ノ

／＜参考＞情報公開法第5条第1号ただし書
イ:法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定されている情報
□：人の生命､健康､生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると認めら
れる情報

ハ：当該個人が公務員等である場合において，当該情報がその職務の遂行に係る情報であ
るときは，当該情報のうち，当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

！
ノ

－－－－－



不開示の検第3－4開示。 目寸⑧
ー

’一

〆鯵割部分開”
○情報公開取扱要綱記第3の1

不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとき

=当該部分を除いた部分につき開示

ただし

当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるとき

二今部分開示は必要でない。

’

○情報公開取扱要綱記第3の2

①法第5条第1号の情報に相当するもの（個人識別情報）が記録されている場合に

おいて，

②「個人識別部分」と「その他の部分」とに区分し，

⑧「個人識別部分」 （氏名，生年月日など）を除くことにより「その他の部分」

を公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき

今「その他の部分」は不開示情報に該当しないものとして開示する。

|

第S－4開示・不開示の検討④

＞第三者照会

①開示の申出があった司法行政文書に

②裁判所及び開示申出人以外の者（第三者）に関する情報が記録されている場

合において，

⑧当該情報が不開示情報に該当するか否か疑義があるとき

今当該第三者に対し，開示についての意見を求める。

（情報公開取扱要綱記第9）



、

第S－4開示・不開示の検討⑤

＞存否応答拒否（グローマー拒否）

開示の申出があった司法行政文言が存在しているか否かを答えるだけで，不

開示情報を開示することとなるとき

→当該司法行政文書の存否を明らかにしないでj開示しないことができる。

（情報公開取扱要綱記第5）
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(例） 「Aが被告となっている民事事件に関して作成された司法行政文言の
開示を求める｡ 」との申出の場合
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Ｒ
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※Aが申出人本人であっても存否応答拒否することになる。自己情報の開示申出につい

ては，保有個人情報開示手続を案内することも考えられるが，申出内容によっては，保

有個人情報開示手続でも開示できない場合もある。

開示の‐第S－4開示・不 旨検寸⑥

＞開示に代わる情報の提供

開示の申出があった司法行政文言そのものの開示よりも別の司法行政文書

の提示又は開示申出の内容に沿った情報の形にして提供する方が，開示申出人

にとって有用で，その目的に沿う内容となる場合

二別の司法行政文書又は情報を開示の対象とすることができる。

（情報公開取扱要綱記第10の2)

陣

く開示。不開示の判断を行うに当たって＞

行政府省における情報公開。個人情報保護審査会や裁判所における情報公開・

個人情報保護審査委員会の答申を参考にすることが有用である。

○答申・判決データベース（総務省）

http://|くoukai-hogo-db.soumLl.gojp/

○情報公開・個人情報保護審査委員会（裁判所ウェブサイト）

http&, /vvww,coLII･ts.go.jpsaikosai 'iinkai jyoLIhoLIkoLIkai_kojinjyoLlhoLl indexhtml

’
、

’

’ 一 一 ｰ



第S－5開示。不開示の判断の通知①

＞開示。不開示通知の期限

・ 開示の申出があった日から原則として30日以内に行う。

（情報公開取扱要綱記第8の3）

・ 事務処理上の困難その他正当な理由により期限内に通知できないとき

今開示申出入に対し,:延長通知が必要

（情報公開実施細目通達記第1の5の(3)）
－

く参考＞開示手続における期間の計算
･期間の初日は算入されない。
（民法第140条参照）

・期間の末日が，裁判所の休日に当たるときは，その翌日に満了する。
(裁判所の休日に閨する法律第2条，民法第142条参照）

－－－ノ

第S－5開示・不開示の判断の通知②

＞全部を開示する場合 ，

①全部開示する旨を

②開示の実施の日時，場所及び方法とともに，原則として書面で通知する。

（情報公開取扱要綱記第8の1，情報公開実施細目通達記第1の5の(1)のア参照）

矛全部又は－部を開示しない場合

①書面（全部不開示→不開示通知書一部不開示→開示通知書）で

②不開示事由の項目及び不開示事由の具体的な記載内容を記載した簡潔な理由

を付記して

③全部不開示又は一部を開示しない旨

を通知する。

（情報公開取扱要綱記第8の2，情報公開実施細目還達記第1の5の(2)参照） ．

一部不開示の場合は，開示の実施に閏する通知も行う。



第S－6開示の実施

開示の実施の期限

司法行政文書を開示する旨の通知を発した日から30日以内

(情報公閣取扱要綱記第10の3)

＞

＞実施の方法

文書及び図画については閲覧をさせ，又は写しの交付を求める者には自らの費

用で謄写をさせる。

’ （情報公開取扱要綱記第10の1本文）

L

第S－7苦情の申出①

＞苦情申出の制度

開示申出人又は第三者（開示の申出に係る司法行政文書に情報が記録されてい

る者に限る。 ）から，原判断に対して苦情の申出がされた場合

＝>最高裁判所において原判断の当否を判断する（情報公開取扱要綱記第11の1）。

･ 原則として，情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問する。

。 審査委員会の答申を尊重して，苦情の申出に対応する。

＜参考＞苦情の申出の期間（情報公開取扱要綱記第11の2）

開示申出人に対し原判断の通知を発した日から，原則としてSか月以内

＜参考＞苦情の申出の受付：秘書課(‘|胄報公開取扱要綱記第11の15）

下級裁に苦情の申出がされた場合(情報公開実施細目通達記第2の2の(1)）

受付の上，速やかにこれを秘書課に回送する。 」

ノ’
く参考＞開示の実施前に第三者から苦情の申出がされた場合

開示の実施前に第三者から苦情の申出がされたときは，原判断をした裁判所は，開示を

実施しないものとし，その旨を開示申出人等に通知する。
一一



第S－7苦情の申出②

＞諮問の準備

諮問の際には,開示申出害の写しや原判断の通知書の写しなどの提出が必要

となるため，苦'冑の申出がされると，最高裁から上記資料の提出依頼がある。

（情報公開取扱要綱記第11の7の(1彦照）

＜参考＞審査委員会への諮問がされた場合

審査委員会への諮問は，苦情の申出がされた曰から原則として30日以内に行うものと

されているため（情報公開取扱要綱記第11の4の(2)），上記依頼がされた場合は，速や

かに資料の送付を行う必要がある。

－

、

第S－7苦情の申出⑧

＜参考＞答申から苦情への対応まで

魚
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原則として30日以内
*情報公開取扱要綱記第11の13



第S－S関係書類の保存

＞開示申出害等は，原判断をした庁の総務課において保存する。

保存期間は， 1年間である（情報公開実施細目通達記第3）。

＞開示対象文書は，主管課等において保存する。

。 開示の申出があ1つた司法行政文書を含むファイルは，通達に定める日が経過

するまで， 1年ごとに保存期間等を延長する必要がある（平成24年12月6日

付け総長遅達「司法行政文書の管理について」記第6の3の(1)の工参照）。

・ 開示の申出があった短期保有文言は，開示申出の対象になるものと判断した

時点でファイルによる管理を行う。

第4支部・簡裁における留意点

＜開示申出害の提出先＞

原則：高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所→総務課

簡易裁判所→その所在地を管轄する地方裁判所の総務課
魚
御例外：開示の申出があつだ司法行政文書が支部等に保存されていること

が明らかであるときその他必要があると認めるときは， 当該支部

／
〃

グ

等において開示申出書の提出を受けることができる。 〃

この場合，当該支部等で受付日付印を押印した上，速やかに

上記総務課に回送する。
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第5事例検討（参考'|吉報）
“－－－

し|＜参考＞情報公開法第5条

1号：個人に閏する情報（例：氏名，生年月日）
2号：法人等に閏する情報（例：法人等の印影）

3号：国の安全等に閨する情報

4号：公共の安全等に関するII青報

’ 5号：審議検討又は協議に関する情報
6号：事務又は事業に閏する情報（例：非公表のファクシミリ番号）

－－ － － 一一一一一一一一－

L"
互

笥く参考〉情報公開法第5条第'号ただし書
， イ：法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定され
’ ている情報
□：人の生命、健康、生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であ
ると認められる情報

ハ：当該個人が公務員等である場合において，当該情報がその職務の遂行に係
る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職及び当該職務遂行
の内容に係る部分

L,-－一~一一~一.一

｡

第5事例検討1①

Q.以下の名簿のうち，不開示情報は何か。

OO委員会名簿
|

’
出身校連絡先 肩書自宅住所氏名 生年月日

O0大学 ｜弁護士昭和00年0月0日 090-****-***＊A野甲郎 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0

OOO大学|学識経験者昭和OO年00月○日 090-****＝***＊B田乙子 ､ 0 8 0 C Q D 0 6 0

学識経験者△△大学昭和00年0月00日 090-****-****C本丙次 0 日 C D ● e B O

, ． ， ． ‘ ． ‘ ， ． . |080-****-***＊ 検察官八八八大学D塚丁美｜昭和00年0月○0日
■

※この名簿は，裁判所に関係する委員会の外部委員に関する名簿であり，
氏名と肩書については裁判所のウェブサイトにて公表されているものとする。



第5事例検討1②

回答’

OO委員会名簿

氏名 ｜ 生年月日 自宅住所 連絡先 出身校 肩書

祁憩両I伽-**"*e大学|弁簔士－
，－． ， ． ． "剛-辮紳-**緋opC大裳'i学識経験者
壽壽, 1柵幟曇職*△礎鰐識癖者;吟._=一三-－二.‐ ． ￥_． ‐ニーーニーニー.-,

Mざ”伸需榊登“△震i検睾宮
一『－－－－－－-11

１可Ⅱ■１１１１１
０

A野甲郎昭和“獅匿,､|". !.",‘)爾両"､"100末学
？ p ●ﾜ評n戸 6． 少■

昭和0@年GO月O園；叡;-,. ･が
． ． § ．」 ， 偽

範 h －－'一＝＝

昭和e僻ご月OO".if ･ :･ ';g
と一‘ 詮 。． ’・ ・

|昭和be年○恥o日 '' " " j
■ 口■ 一＝ ーー一一一－ーーー

B田乙子

C本丙次

､塚丁美

↑
開示不開示開示

※この名簿は，裁判所に関係する委員会の外部委員に関する名簿であり，
氏名と肩書については裁判所のウエブサイトにて公表されているものとする。

〆

第5事例検討2①
Q・以下の職員配席図のうち，不開示情報は何か。

｡書記官配席図○○年○月○日現在○○地方裁判所民事部。
〈書記官室〉 ’
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内線（1114）
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内線
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○○
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○○



第5事 冒例検討2②
－－－

回答’

－代壷1234-1''1 _ O0地方裁判所民事部｡■■■q書記官配席図○○年o月o日現在
<書記官室〉

ｌ
ｌ
ｌ

ｌ

Ｉ 通

ロ
ッ
カ
ー

直

ロ
ッ
カ
ー

’
1

II

直通曄遍調

’

割
Ｊ

１

４

４

Ｈ

ｌ

１

Ｉ

０

Ｈ

ｊ

ｌ

Ｉ

’

１

０

ｇ

９

ｊ

‐

し

０

Ⅱ

Ｉ

■

０

可

０

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

■

Ｉ

６

９

Ｐ

ｌ

Ｔ

ｌ

Ⅱ

１

４

．

１

口

■

７

８

日

Ｉ

日

日

■

■

■

■

■

Ｊ

■

７

０

Ⅱ

〃

ｂ

４

９

ｇ

Ｉ

ｇ

７

９

Ｄ

１

ｌ

９

８

０

２

可

刷

Ⅷ

山

川

川

Ⅲ

Ｊ

Ⅱ

川

Ｎ

Ⅲ

Ｉ

Ⅱ

Ｉ

Ⅲ

Ⅷ

Ⅲ

’

Ⅱ

Ⅷ

Ⅱ

川

酬

Ⅷ

１

１

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

１

１

１

１

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

１

１

１

１

川

Ⅱ

仁戸

麺 直通

吃】

ﾄ

ロ
￥
シ
‐
刀
Ｉ

弓
hq

l

l 1
，

－

Fax

，麺4当佃79j

カウンター

Fax

”ふ=添うhI

カウンター

ロ
ッ
ー
ヵ
Ｉ

l lll lI『

一

１
１
１
１
０ ’. ．

苧

■
戸▼

一

第5事例検討S①
Q.開示を求める司法行政文書の名称等として次のとおり記載された開示
申出害が提出された場合にどのように対応するか（各小間は独立したも
のとする。 ） 。

(1)平成○○年○○月○○日から同年○○月○○日までの期間に，○○
地方裁判所において判決が言い渡された事件のつぢ,原告が○○○○
（個人）である事件についての事件番号，判決をした日及び判決結果
が分かる文書

(2)私が平成○○年○○月○○日に○○地方裁判所総務課宛に提出した
投書が，どのように扱われたかが分かる文書

(3)私が被告人であった御庁平成○○年(わ)第○○号窃盗被告事件につ
いて,検察庁との間の記録の授受に際して作成された文書

主書○○

内線…

○○

内線

隼爾§

CO

○○

内線

廊副

○○

》
・
》
叩
鱸
'fI9負

○○

摩務係長

○○

内線’

J
睡罰

○○



第5事例検討S②

回ヨ

(1)平成○○年○○月○○日から同年○○月○○日までの期間に，○○
地方裁判所において判決が言い渡された事件のうち，原告が○○○○
（個人）である事件についての事件番号，判決をした日及び判決結果
が分かる文害

→存否応答拒否（グローマー拒否）

(2)私が平成○○年○○月○○日に○○地方裁判所総務課宛に提出した
投書が，どのように扱われたかが分かる文書
→保有個人情報の開示の申出に補正

(3)私が被告人であった御庁平成○○年(わ)第○○号窃盗被告事件につ
いて，検察庁との間の記録の授受に際して作成された文書
→行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項に規定
する情報（刑事事件に係る裁判に係る保有個人情報等）に該当するた

め腰保有個人情報開示手続は適用されない
壱



書の書．’殆

【司法行政文書の種類】

＞ 司法行政文書には様々な種類のものがある。そのうち， よく用いられる代表
的な文書の種類を資料に記載してある。資料の左側にあるように，法律に次ぐﾞ
規範性の高いものとして「規則」 ， 「規程」があり，その下に，上級庁から下
級庁に対して事務処理の内容や方法等を命令する「通達」がある。その他，特
によく利用されるものとしては，事務担当者間における連絡事項を書面化した
「事務連絡」がある。 「事務連絡」には，通達で定められた事務処理事項の更
に細目的な事項が記載されることがある。

＞ 司法行政文書を作成するに当たっては，司法行政文書の種類ごとの性質を理
解し， 目的に応じて適切な文書の種類を選択する。

例えば，資料には記載されていないが，上級庁からの照会文書に対して回答
するときは，回答文書を作成することになる。

【司法行政文書のレイアウト，記載事項等】

＞ 司法行政文書には， 1ページの行数や1行の文字数などの形式的なルールが

存在し， また文書番号や分類記号といった最高裁実施通達及び下級裁実施通達
で定められた記載すべき事項がある。記載すべき事項の記載順序や記載位置な
どの配字についても，例えば，文書番号を1行目に末尾を2文字空けて記載す
る’文書の日付と宛名との間は1行空ける，文書の標題は前後5文字空けると
いったようなルールがあり，司法行政文書はこれらのルールに従って作成する
必要がある。他の細かいルールや記載例は， 「司法行政文書の書き方（7訂） 」
に記載されているので，司法行政文書を作成する際には，適宜参照されたい。

＞ 軽易な事務連絡等においては，配字等を厳格に守る必要はなく，常識的な大
きさの印字及び配字とすることも差し支えない。

【司法行政文書の書き方に関する準則】



＞ 資料に記載したとおり， 司法行政文書を作成する場合に従うべきルール（準

則）がある。例えば，司法行政文書の用紙規格を示した通達や常用漢字表など

の内閣告示や公用文作成の要領などの公用文に関する通知がある。これらの準

則では，公用文書には常用漢字を用いることや，送り仮名の付け方等が定めら

れている。

＞ 資料に記載した通達，内閣告示等の準則については「司法行政文書の書き方

（7訂） 」の付録として収録されているので，起案に当たっては適宜参照して，

準則に従って司法行政文書を作成するようにされたい。

【表記上の留意事項】

＞ 準則の全てを網羅的に覚えることは難しいが，司法行政文書を作成するとき

に留意すべき主な事項について，資料に記載した。

＞ 表記上の留意事項については， 「司法行政文書の書き方（7訂） 」の第3に

まとめられているので，起案に当たっては適宜参照する。 （説明者が資料を用

いて説明する場合には， とりわけ，次の事項を理解してもらえるようにする。 ）

〔漢字〕

常用漢字表にある漢字を用い，音訓も常用漢字表にある読み方で用いるこ

と。

〔数字〕

原則アラビア数字を用いるが，例外的に漢数字を用いる場合があること。

〔接続詞等〕

接続に段階がある場合に，接続詞の用い方が決まっていること。

〔句読点〕

文意が一義的に読み取れるように，句読点の打ち方にもルールがあること

（感覚で打っていると，文意が一義的に決まらなかったり，読み手に誤解を

与えるおそれがあること。 ） 。

【司法行政文書の起案の心得】

＞ 決裁者や文書の受け手に分かりやすく，かつ，疑義がないように，起案に当



たっての心得を資料にまとめた。

起案の心得に挙げたことの各趣旨は，次のとおりである。

①立案する目的及び事柄の内容を十分に理解すること

立案する目的や事柄の内容の理解が不十分なままでは，決裁事項や文書の

受け手への伝達事項が暖昧になってしまうおそれがある。

②決裁事項を明確にすること

何について決裁を得たいのかについて，その事項や範囲を起案文書に明確

に記載しないと，決裁者は判断に困ってしまう。

③決裁を受ける内容について意思決定権限を有する主体を法令等に当たって

確認すること

意思決定権限を有する主体は，その決裁事項となっている事務を行う権限

がある者である。

④関係する法規や通達などを調査して起案のための材料を収集すること

①や③のため。

⑤必要に応じて，上司の指示又は助言を受けること

事務処理には期限があり， また，検討や関係部署との調整を起案者が行う

ことに限界がある案件もある。事案に応じて，適時適切に上司に相談する。

⑥関係部署と協議すること

関係部署との共管事項であって併せて決裁を仰ぐことが相当な事案や関係

部署の事務に影響があるために事前に協議することが相当な事案もあるので，

注意する。

起案の心得は，起案に当たって考えた方がよいことを概括的に挙げたもので

あり，事案によっては行う必要がないものもある。心得に記載されていること

を実践すること自体が目的ではないので，事案に応じてメリハリをつける。

＞



｢司雷宇薮支喜砺頚1

司法行政文書のうち代表的な文書

規則･規程｡通達 その他

規則 通知
主に訴訟当事者その他一般国民に

関係ある事項又は重要な事項につい

て定めるもので，公布を要するもの

（例）下級裁判所事務処理規則

ある一定の事実，処分又は意思を
特定の相手方に知らせるもの

規程

主に裁判所の内部規律等について

定めるもので，公布を要しないもの

（例）裁判所の庁舎等の管理に関す

る規程

事務連絡

事務担当者間における連絡事項を

書面化したもの

通達（依命通達移達）
書簡

上級庁が下級庁に対し，又は上級
の職員が下級の職員に対し，職務運

営上の細目的事項，法令の解釈，行

政運営の方針等を指示し，その他一

定の行為を命ずるもの（裁判所法第

80条）

（例）司法行政文書の管理について

・ 一般の書簡文の形式に従って作

成された公用文

・ 依頼，御礼，案内等の文書を発

する場合に用いられる形式



司法行政文書のレイアウト，記載事項等

A版の用紙の使用，左横書き
平成6年9月1日付け最高裁秘書第353号
事務総長依命通達「司法行政文書の用紙規格及
び左横書きについて」等

文書番号：文書の特定のため

主管課記号十進行番号 最高裁○○第0○○号××

一（

○年

訟い－01)××

○○月○○日××

分類記号：文書の保存の基準として付すもの

文書番号の下に括弧書きで記載 平成○

◇ 文書の日付：原則，最終決裁者

の決裁が終了した日×高等裁判所長官×殿

宛名： 「殿」 ， 「御中」の敬称

官職名だけ，氏名は省略

×地方裁判所長×殿
殿×家庭裁判所長×

〆

◇

最高裁判所事務総長×○0○○×××
発信者名：官職と氏名

標題：内容の趣旨がわかるよう簡潔に記載載 ｢及び」の用い方：法制執務による。

×××××○○○○及び○○○○○に関する事務の取扱いについて ×××××

(通達）×××××文書の種類：標題の後に（通達） ， （事務連絡）等と記載

×標記の事務の取扱いについて下記のとおり定めましたので， これによってくださ

い。 本文：趣旨をできる限り簡潔に記載する。

×なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

××××××××××××××××××記

第1×総則

（以下略）
使用する漢字

常用漢字表（平成22年11月30日内閣告

示第2号）等



司法行政文書の書き方に関する準則

通達等

・ 平成6年9月1日付け最高裁秘書第353号事務総長依命通達「司法行政文書の用
紙規格及び左横書きについて」

・ 平成6年9月1日付け最高裁秘書第354号秘書課長依命通達「司法行政文書の用
紙規格及び左横書き実施要領について」

・ 昭和61年11月20日付け最高裁秘書第448号秘書課長通達「司法行政文書の
あて名等について」

・ 昭和63年12月5日付け最高裁秘書第500号秘書課長通知「司法行政文書にお

けるよう音及び促音の表記について」

・ 平成13年1月30日付け最高裁秘書第28号秘書課長通知「外来語・外国語の取
扱い及び姓名のローマ字表記について」

内閣告示等

・ 常用漢字表（平成22年11月30日内閣告示第2号）
・ 現代仮名遣い（昭和61年7月1日内閣告示第1号）

， 送り仮名の付け方（昭和48年6月18日内閣告示第2号）

・ 外来語の表記（平成3年6月28日内閣告示第2号）

・ 公用文における漢字使用等について（平成22年11月30日内閣訓令第1号）

・ 公用文作成の要領（昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知）

・ 法令における漢字使用等について（平成22年11月30日内閣法制局総総第20
8号）

・ 法令における勧音及び促音に用いる「や・ゆ．よ・つ」の表記について（昭和63
年7月20日付け内閣法制局総発第125号内閣法制局長官総務室通知）

法制執務

その他

・ 国語のルール

・ 裁判所独自のルール



表記上の留意事項

漢字

常用漢字表に従うー

(例外）専門用語，特殊用語 「按分（あんぶん） 」 「暇疵（かし） 」等

品詞による違いｰ

・ 副詞及び連体詞は，仮名で書く。

・ 接頭語は，接頭語が付く語に対応させて書く。 「御連絡」 「ごもつとも」等

・ 接続詞は， 「及び」 「並びに」 「又は」 「若しくは」以外は仮名で書く。

･ 助動詞及び助詞は，仮名で書く。

異字同訓

・ 表す（心の中にあることを言葉等で示す場合） ，現す（今まで隠れていたもの

が現れる場合）

・ 聞く （自然に聞こえてくる音声を耳で感じる場合） ，聴く （意思を持って念入
りにきく場合）

・ 執る（措置を講ずる場合） ，採る（幾つかの措置のうち特定の措置を選択する

場合）

． 合わせる（ちょうど同じにそろえる場合） ，併せる（あるものを取り込み，一

緒にする場合）

用法が定まっている漢字,語句9

附則，附属，附帯，附置，寄附についてのみ「附」を用いる。

改訂（書物の内容に手を加えて正す場合） ，改定（それ以外の場合）

配付（譲与税配付金特別会計のような特別な場合） ，配布（それ以外の場合）

●
●
。

符号

｢･｣(中点一なかてん）

外国の国名，人名等のつなぎ

名詞相互が密接不可分で一体的な場合

法令中の文言

繰り返し符号

｢々」を用いる。

｢堅」 「、」は，用いない。

表,軽易な事務連絡等で使用できる符号

(波ダッシュ，波形）…「 ・ ・ ・から・ ・ ・まで」を示す場合

(ノの字点）…同一の語句全体を繰り返す場合

(ピリオド）…日付

(ダッシュ）…語句の説明，番地の省略等

(コロン） ･･･時刻

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

へ
″

ゆ
一
ｏ
ｐ

ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ

◆



数字

原則アラビア数字を用いる

(例外）

・ 固有名詞

・ 熟語（一般一概に一部分）

・ ひとつ，ふたつ，みつつ等と読む場合（二人五日目）

・ 概数（二，三日数百倍千五，六百人）

・ 大きな数を表す場合（1万円 1兆200億）

数字の書き方Eヨ

区切りを付ける場合は， 3位区切り (1, 000人） 。区切りには「， 」
(コンマ）を用いる。

小数点を示すには「． 」 （ピリオド）を用いる。

分数は「2分の1」などと記載し， 「1／2」 とはしない。

●

｡

日付,時刻,時間の書き方富9 ，

｢平成29年4月1日」

｢午前11時5分」 「午後零時45分」

｢6時間30分」

■
●
●

外国語，外来語，外国文字

安易に用いることなく， 当該文書の種類，内容，名宛人等から個々の語の使

用の是非について慎重に判断し，言い換え語を用いたり，必要に応じて注釈を

付すなどの配慮が必要である。

地名，人名等の固有名詞

原則として， 「常用漢字表」の通用字体で記載してよい。ただし，人名につ

いて，戸籍の記載どおりとすべき文書については，そのとおり記載する。



接続詞等

｢及び」 「並びに」ー

二つの語句を単純に並列に結びつける場合には， 「及び」を用いる。

等格の三つ以上の語句を並列に結びつける場合には，最後の接続だ
I

小さい接続だけに

」を用いる。

条例でこれを定め

なければならない。

｢又は」 「若しくは」

二つの語句を単純に並列に結びつける場合には， 「又は」を用いる。
等格の三つ以上の語句を並列に結びつける場合には，最後の接続だ
けに「又は」を用い，他は「， 」を用いる。

には，一番大きい接続だけ選択的な接続が2
」を用いる。「 碧択には｜老

（
職権で，裁判員の請求により型

等選任手続の期日を変更することができる。

｢同」

「同」は，一つの文章の中で，最も近い場所に表示された条，項，
号等と同一の条，項，号等を表示する場合に用いる。

…第○条…第△条…同条

「同」で受けることができるのは， 同一の文章の中だけであるが，
進鴛し書X瞳後段の虫蚕本文又は前段の中の条，項，号等を「同」で
受けることは差し支えない。



句読点

句点

①字句が名詞形で終わ

る場合には，原則とし

て句点を打たない。

（例外） 「こと」又は「とき」

で終わる場合及び更に字句が

続く場合には，句点を打つ。

②字句が名詞形以外で

終わる場合には，原則

として句点を打つ。

（例外） 「…のとおり」 ， 「…

について」 ， 「…から…まで」

で終わる場合には，句点は打

たない。

読点の用い方（例）

裁判所は，相手方に通知ただし， －1 KｰTC

しな｛

号u』伯

〃や



表記一般

①東京都

②他の道】 具名の記載を省鵬

袰名存省畔

則窒1工自”

① （ ） ｜

②一つの詫

○退職L

グ)痔長

③略 ま必ず略称で表

) I として鱸
ヨIーVこ

う略涌司'一〃）寸庫

住所

略称



用語の使い分け

｢とする」 「とするものとする」 「しなければならない」

「・ ・ ・とする」

事実について創設的，拘束的な意味を持たせる場合に用いる。

「 ・ ・ ・とするものとする」

「 ・ ・ ・しなければならない」より若干弱いニュアンスを表し，一般

的な原則や方針を示す場合に用いる。

場合k

の場合

の場合

の場舎

｢場合」 「とき」ロ

仮定的な条件を示す。

いずれかを統一して用いる。

同時に用いる場合には，最初の大きな条件を「場合」 ，次の小さな条
件を「とき」を用いて表す｡

｢者」 「物」 「もの」

「者」は，法律上の人格者（自然人，法人）を指す場合に用いる。

「物」は，人格者以外の有体物を指す場合に用いる。

「もの」は，抽象的なものを指す場合や「●●であって●●」のよう

に要件を重ねて限定する場合に用いる。

｢その他」 「その他の」

「その他」は， 「その他」の前にある字句と後ろにある字句が並列の
関係にある場合に用いる。

「その他の」は， 「その他の」の前にある字句が後ろにある字句の例
示である場合に用いる。



司法行政文書の起案の心得

1 立案する目的及び事柄の内容を十分に理解する。

2決裁事項を明確にする。

3事務の根拠，決裁を受ける内容について本来意思決定権限を有する主体

及び発送文書の発信者名義を法令等で確認する。

4関係する法規，通達その他の資料を調査し，収集し，及び整理する。

5必要に応じて，上司の指示又は助言を受ける。

6他の部署の事務と関連する案件については，必要に応じてその関係部署

と協議する。

7宛名及び発信者名の決定に当たっては，その釣合い等を考慮する。

8文の飾り，暖昧な言葉及び回りくどい表現はできるかぎり用いず，簡潔

かつ論理的な文章とする。敬語についても，なるべく簡潔な表現とする。

9文体，常用漢字，送り仮名等の用法を誤らないようにする。



｢霊頭壼司
通達の改正
一

【改正方式の概要】

＞ 通達を改正する方式には，①一部改正，②全部改正，③廃止制定がある。

＞ 実務上最も用例の多い一部改正方式では，法制執務に準拠して，一部改正通

達に「記○中「○○」を「○○」に改める。 」等の改正文言を用いて，既存の

通達のどこをどのように改めるかを示して行われることが多いが，改正部分が

多く，改正文言が複雑になる場合は，実質的に改正の必要のない部分も含めて

別紙を用いてある程度まとまった部分をまるごと改正する方法も採り得る。

＞ 全部改正方式は，通達の改正ではほとんど使われない。

＞ 廃止制定は，既存の通達を廃止し，新たな通達を定めるものである。既存の

通達は形式的にも実質的にも消滅する。

【改正方式の選択】

＞ 実務上は，通達の改正において全部改正方式を採る例は少なく，一部改正方

式又は廃止制定方式を採ることが多い。いずれの方式を採るかは，明確な基準

があるわけではないので，改正部分の範囲や分量，改正前の制度と改正後の制

度の継続性等を考慮して選択する。

【一部改正方式について】

＞ 一部改正をはじめ通達の改正，廃止は，既存の通達と同一の形式によって行

学

フ。

＞ 通達の一部改正は，原則として，既存の通達に記載されている順に，前の方

から行う。

＞ 改正する必要がある部分を特定して「改める」 ， 「加える」等の改正文言を



用いて改める方法のほか，実質的に改正の必要のない部分を含めて別紙である

程度まとまった部分をまるごと改める方法も許容される（規則，規程は対象外

） 。

＞ 資料（一部改正の方式について）の「具体的方法」に記載されていることは

概要に過ぎず他にも細かいルールがあるため，改正部分を特定して「改める」 ，

「加える」等の改正文言を用いて改正するときは，適宜「司法行政文書の書き

方（7訂） 」や法制執務に関する文献（ 「ワークブック法制執務（第2版） ・

法制執務研究会編・ぎようせい」等）を参照されたい。



F壼逢両面
改正方式の概要

O既存の通達の一部を改正する方試

○改正の方法

◇ 「記○中「○○」を「●●」に

●●」を加える。 」等の改正文言

達のどこをどのように改めるの力

◇実質的に改正の必要のない部分

まった部分ごと改正する方法

※いずれの方法存櫟ろかは．改TF

“
馬
○
て
Ｏ
Ｌ

■■

t存の通達のｲ寸記の次にI順次付け刀［

学割j別

○既存の通達を廃止し，新たな通達を定める方式

○既存の通達を廃止すると，既存の通達は形式的にも実質的にも消滅する。

当該通達の一部改正通達の付記も消滅する。

○既存の通達の廃止は，廃止通達を発出して行うほか，新たに定める通達

の付記で行う場合も多い。

廃止制定

改正方式の選択について

通達の改正においては，全部改正方式が採られることはほとんどなく，一部改正方式か廃

止制定方式かを検討することになる。

改正方式の選択については，法制執務上も明確な基準があるわけではないが，一般的に次

に掲げる事項を勘案して選択することが多い。

・ 改正部分の範囲及び分量

・ 当該通達に係る制度そのものの基本を維持する必要性

・ 新旧両制度の継続性を強調する必要性

一部改正

○既存の通達を全面的に改正する方式

○既存の通達を全部改正すると，既存の通達の一部改正通達の付記は消滅

する ｡

※法令においては，廃止制定の方式のほか，改正する法令を形式的には

存続させつつも内容を全面的に改める全部改正の方式が採られることが

あるが，通達においては，全部改正の方式を採ることはほとんどない。

ヨ

二



－部改正の方式について

1 形式

一部改正をはじめ通達の改正は，現行の通達と同一の発信者，宛名及び文書の種類によって

行う。よって，通達とは異なる形式である規則の形式や異なる発信者による一部改正等はでき

ない。

2順序

別紙,別表

別紙様式
記の部分記以外の部分

3具体的方法

（1）既存の通達のどこをどのように改めるのかを改正文言で示す方法

字句の改正等

改正部分の特定

改めるべき部分に応じ，適切に特定

「記2の(1)のア中」 「記3 （(1)から(31までを除く。 ）中」

改正すべき字句の引用
完結すべき独立の語を引用

「平成29年度」のうち「29」のみの引用はできない。
「改める」 「加える」 「削る」方式

「 「○○」を「●●」 と改める。 」 「 「○○」の次に「●●」を加える。
改正単位

記の部分については，通常1， 2等の見出しごと

■

●

■

｡

項目の追加

・ 項目の繰下げ

冒頭又は既にある項目と項目の間に追加する場合には，既存の項目を繰り下げ，そ

のための場所を空け，新たな項目を追加する。
． 繰り下げられる事項に字句の改めが必要な場合

字句の改めを行った後に，繰下げを行う。

(軍百お震正一~－－－－－－－~－－~－~－－う
． 「削る」方式

見出し記号を含めて項目を跡形もなく廃止する方法。冒頭又は中間の項目を削る場

合には，後ろにくる項目の繰上げを要する。

。 「削除」方式
見出し記号を除いて項目のみ廃止する方法。見出し記号の次に「削除」 と溶け込む

ことにより，廃止する項目は欠番にならず形骸が残る。

(2)別紙を用いる方法

実質的に改正の必要のない部分を含めて別紙を用いてある程度まとまった部分ごと改
める方法


